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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基板を用意する工程と、
　（ｂ）前記非晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、
　（ｃ）前記酸化物層の上方から前記非晶質半導体膜にレーザー光を照射して結晶化させ
ることにより、前記非晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分を結晶化さ
せた第１結晶化領域と、前記酸化物層で覆われた部分を結晶化させた、前記第１結晶化領
域よりも表面粗さの大きい第２結晶化領域とを含む結晶質半導体膜を得る工程と、
　（ｄ）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域とな
る第１の島状半導体層と、後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層とを
形成する工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２
の島状半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程と
を包含する半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基板を用意する工程と、
　（ａ２）前記非晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記非晶質半導体膜を結晶化さ
せて結晶質半導体膜を得る工程と、
　（ｂ）前記結晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、
　（ｃ）前記酸化物層の上方から前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記結晶
質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分の表面粗さを小さくすることにより
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、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分から第１結晶化領域を形
成し、前記酸化物層で覆われた部分から前記第１結晶化領域よりも表面粗さの大きい第２
結晶化領域を形成する工程と、
　（ｄ）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域とな
る第１の島状半導体層および後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層を
形成する工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２
の島状半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程と
を包含する半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基板を用意する工程と、
　（ａ２'）前記非晶質半導体膜の少なくとも一部に結晶化を促進する触媒元素を添加し
た後、加熱処理を行って、前記非晶質半導体膜を結晶化させて結晶質半導体膜を得る工程
と、
　（ｂ）前記結晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、
　（ｃ）前記酸化物層の上方から前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射してさらに結晶
化させる、あるいは再結晶化させることにより、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層
で覆われていない部分を結晶化させた第１結晶化領域と、前記酸化物層で覆われた部分を
結晶化させた、前記第１結晶化領域よりも表面粗さの大きい第２結晶化領域とを含む結晶
質半導体膜を得る工程と、
　（ｄ）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域とな
る第１の島状半導体層および後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層を
形成する工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２
の島状半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程と
を包含する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基板を用意する工程と、
　（ａ２'）前記非晶質半導体膜の少なくとも一部に結晶化を促進する触媒元素を添加し
た後、加熱処理を行って、前記非晶質半導体膜を結晶化させて結晶質半導体膜を得る工程
と、
　（ａ３'）前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記結晶質半導体膜をさらに
結晶化させる、あるいは再結晶化させる工程と、
　（ｂ）前記結晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、
　（ｃ）前記酸化物層の上方から前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記結晶
質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分の表面粗さを小さくすることにより
、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分から第１結晶化領域を形
成し、前記酸化物層で覆われた部分から前記第１結晶化領域よりも表面粗さの大きい第２
結晶化領域を形成する工程と、
　（ｄ）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域とな
る第１の島状半導体層および後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層を
形成する工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２
の島状半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程と
を包含する半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記工程（ｃ）の前に、前記非晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分
上に形成された自然酸化膜を除去する工程をさらに含む請求項１から４のいずれかに記載
の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記工程（ｃ）は、窒素などの不活性ガス雰囲気中にて行われる請求項１から５のいず
れかに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
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　前記基板は透光性を有する基板であり、
　前記工程（ａ１）は、
　　前記基板のうち、後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層が形成さ
れる領域の下部となる部分に、前記基板の反対側の表面から入射する光を遮光するための
遮光層を形成する工程と、
　　前記遮光層が形成された基板上に前記非晶質半導体膜を形成する工程と
を含み、
　前記工程（ｂ）は、
　　前記非晶質半導体膜あるいは前記結晶質半導体膜上に酸化膜を形成する工程（ｂ１）
と、
　　前記酸化膜上にレジスト膜を形成し、これを露光・現像してレジスト層を形成する工
程（ｂ２）と、
　　前記レジスト層をマスクとして前記酸化膜をエッチングすることにより、前記酸化物
層を得る工程（ｂ３）と
　を含み、
　前記工程（ｂ２）は、前記遮光層をマスクとして、前記基板の前記反対側の表面から前
記レジスト膜を露光する工程を含む請求項１から６のいずれかに記載の半導体装置の製造
方法。
【請求項８】
　前記工程（ｂ）において、前記酸化物層の厚さＤ（単位：ｎｍ）は、前記酸化物層の屈
折率をｎ、前記工程（ｃ）における前記レーザー光の波長をλ（単位：ｎｍ）とすると、
Ｄ≦λ／（４×ｎ）×０．５を満足するように設定される請求項１から７のいずれかに記
載の半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記工程（ａ２）の前に、前記非晶質半導体膜の表面を薄膜酸化する工程をさらに含む
請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記工程（ａ２）は、酸素を含む雰囲気中にて行われる請求項２または９に記載の半導
体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ２）で得られた前記結晶質半導体膜の結晶状態
が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前記レーザー光の照射を行う請求項２
、９または１０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ２'）で得られた前記結晶質半導体膜の結晶状
態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前記レーザー光の照射を行う請求項
３に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ａ３'）の前に、前記非晶質半導体膜の表面を薄膜酸化する工程をさらに含
む請求項４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（ａ３'）は、酸素を含む雰囲気中にて行われる請求項４または１３に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ３'）で得られた前記結晶質半導体膜の結晶状
態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前記レーザー光の照射を行う請求項
４、１３または１４に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ａ３'）において、前記工程（ａ２'）で得られた前記結晶質半導体膜の結晶
状態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前記レーザー光の照射を行う請求
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項４、１３、１４または１５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記工程（ａ２'）で使用される前記触媒元素はニッケルである請求項３または４に記
載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薄膜トランジスタ（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）
と薄膜ダイオード（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｄｉｏｄｅ：ＴＦＤ）とを備える半導体装置及
びその製造方法、ならびに表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、同一基板上に形成された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）および薄膜ダイオード（Ｔ
ＦＤ）を備えた半導体装置や、そのような半導体装置を有する電子機器の開発が進められ
ている。このような半導体装置の製造方法としては、基板上に形成された同一の結晶質半
導体膜を用いてＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層を形成する方法が提案されている。
【０００３】
　特許文献１には、ＴＦＤを利用した光センサー部と、ＴＦＴを利用した駆動回路とを同
一基板上に備えたイメージセンサーが開示されている。特許文献１では、基板上に形成さ
れた非晶質半導体膜を結晶化させてＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層を形成している。
【０００４】
　このように、ＴＦＴとＴＦＤとを同一基板上に一体的に形成すると、半導体装置を小型
化できるだけでなく、部品点数を低減できる等の大きなコストメリットが得られる。さら
に、従来の部品の組み合わせでは得られない新たな機能が付加された商品の実現も可能に
なる。
【０００５】
　一方、特許文献２は、同一の半導体膜（非晶質シリコン膜）を用いて、結晶質シリコン
を用いたＴＦＴ（結晶質シリコンＴＦＴ）と、非晶質シリコンを用いたＴＦＤ（非晶質シ
リコンＴＦＤ）とを同一基板上に形成することを開示している。具体的には、基板上に形
成された非晶質シリコン膜のうちＴＦＴの活性領域を形成しようとする領域のみに、非晶
質シリコンの結晶化を促進する触媒元素を添加する。この後、加熱処理を行うことにより
、ＴＦＴの活性領域を形成しようとする領域のみが結晶化され、ＴＦＤとなる領域がアモ
ルファス状態であるシリコン膜を形成する。このシリコン膜を用いると、結晶質シリコン
ＴＦＴと、非晶質シリコンＴＦＤとを同一基板上に簡便に作製することができる。
【０００６】
　さらに、特許文献３は、同一の半導体膜（非晶質シリコン膜）を用いて、光センサーと
して機能する光センサーＴＦＴとスイッチング素子として機能するスイッチングＴＦＴと
を形成している。光センサーＴＦＴのチャネル領域のシリコン膜を、ソース・ドレイン領
域やスイッチングＴＦＴの活性領域のシリコン膜よりも厚くすることで、光センサー感度
の向上を図っている。ここでは、これらのＴＦＴのシリコン膜の厚さを異ならせるために
、非晶質シリコン膜をアイランド化する際のフォトリソグラフィーにおいて、グレートー
ンマスクを用いたハーフ露光技術を利用して、非晶質シリコン膜を部分的に薄膜化してい
る。また、非晶質シリコン膜にレーザー光を照射することにより、非晶質シリコン膜のう
ち薄膜化された領域（光センサーＴＦＴのソース・ドレイン領域およびスイッチングＴＦ
Ｔの活性領域となる領域）を結晶化するとともに、薄膜化されなかった領域（光センサー
ＴＦＴのチャネル領域となる領域）を非晶質のまま残すことも開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－２７５８０８号公報
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【特許文献２】特開平６－２７５８０７号公報
【特許文献３】特開２００５－７２１２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１では、同一の結晶質半導体膜を結晶化させて、ＴＦＴの半導体層およびＴＦ
Ｄの半導体層の両方を形成している。ＴＦＴおよびＴＦＤでは、それぞれの用途に応じて
求められるデバイス特性は異なるが、この方法によると、ＴＦＴおよびＴＦＤに要求され
るそれぞれのデバイス特性を同時に満足することが難しいという問題がある。
【０００９】
　特許文献２および特許文献３に開示された方法では、同一の非晶質半導体膜から結晶状
態の異なるＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層を形成している。しかしながら、半導体層ごと
に結晶状態を最適化することは製造プロセス上、困難である。また、特許文献２および３
に開示された方法でも、以下に説明するように、優れた特性を有するＴＦＴおよびＴＦＤ
を得ることは難しい。
【００１０】
　特許文献２の方法では、同一の非晶質半導体膜の一部を結晶化させて、結晶化させた部
分からＴＦＴ（結晶質シリコンＴＦＴ）を形成し、非晶質のまま残された部分からＴＦＤ
（非晶質シリコンＴＦＤ）を形成している。この方法によると、結晶化条件を制御するこ
とにより結晶質シリコンＴＦＴの特性を向上させることは可能になる。しかしながら、非
晶質シリコン膜の一部を結晶質シリコンへと結晶化させる熱処理工程において、元々の非
晶質シリコン膜に含まれていた水素が抜けてしまう。このため、熱処理工程後に非晶質の
まま残された部分を用いて、電気的に良好な非晶質シリコンＴＦＤを作製することができ
ないという問題がある。成膜直後の非晶質シリコン膜では、シリコン原子が水素と結合し
て、その結合手を埋めているが（終端化）、結晶化のための熱処理工程では、シリコン元
素と水素との結合が切れて水素が抜けてしまい、シリコンの不対結合手（ダングリングボ
ンド）だらけの劣悪な非晶質シリコンとなってしまうからである。同様の理由から、特許
文献３の方法では、電気的に良好な光センサーＴＦＴ（非晶質シリコンＴＦＴ）を得るこ
とは困難である。
【００１１】
　このように、従来、同一の非晶質半導体膜を用いてＴＦＴおよびＴＦＤを作りこむこと
によって半導体装置を製造すると、ＴＦＴおよびＴＦＤにそれぞれ要求された特性を両立
させることは困難であり、その結果、高性能な半導体装置を得られないおそれがある。
【００１２】
　本発明は上記の問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、薄膜トランジスタおよ
び薄膜ダイオードを同一基板上に備えた半導体装置において、薄膜トランジスタおよび薄
膜ダイオードに要求されるそれぞれの特性を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の半導体装置は、チャネル領域、ソース領域およびドレイン領域を含む半導体層
と、前記チャネル領域の導電性を制御するゲート電極と、前記半導体層と前記ゲート電極
との間に設けられたゲート絶縁膜とを有する薄膜トランジスタ、および、少なくともｎ型
領域とｐ型領域とを含む半導体層を有する薄膜ダイオードを備えた半導体装置であって、
前記薄膜トランジスタの半導体層および前記薄膜ダイオードの半導体層は、同一の非晶質
半導体膜を結晶化することによって形成された結晶質半導体層であり、前記薄膜ダイオー
ドの半導体層の表面にはリッジが形成されており、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面
粗さは、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面粗さよりも大きい。
【００１４】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜トランジスタの半導体層の結晶性と、前記薄
膜ダイオードの半導体層の結晶性とは、略同等である。
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【００１５】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜トランジスタの半導体層の平均結晶粒径と、
前記薄膜ダイオードの半導体層の平均結晶粒径とは、略同等である。
【００１６】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面の算術平均粗さ
Ｒａは、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面の算術平均粗さＲａよりも大きい。
【００１７】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面の最大高さＲｚ
は、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面の最大高さＲｚよりも大きい。
【００１８】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面にはリッジが
形成されており、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面に形成されているリッジの平均
高さは、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面に形成されているリッジの平均高さよりも
小さい。
【００１９】
　ある好ましい実施形態において、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面は実質的に平
坦である。
【００２０】
　ある好ましい実施形態において、前記リッジは、前記半導体層に含まれる結晶粒の境界
上に存在する。
【００２１】
　前記リッジは、前記半導体層における３つ以上の結晶粒の境界となる点に形成された、
山状に盛り上がった部分を含んでもよい。
【００２２】
　前記薄膜トランジスタの半導体層の表面全体に亘って、表面粗さは均一であることが好
ましい。
【００２３】
　前記薄膜トランジスタの半導体層および前記薄膜ダイオードの半導体層の少なくとも一
部の領域は、前記非晶質半導体膜の結晶化を促進する働きを持つ触媒元素を含んでもよい
。
【００２４】
　前記薄膜ダイオードは、前記薄膜ダイオードの半導体層のうち前記ｎ型領域と前記ｐ型
領域との間に位置する真性領域をさらに含み、前記薄膜ダイオードの半導体層において、
少なくとも前記真性領域の表面粗さは、前記薄膜トランジスタの半導体層の表面粗さより
も大きくてもよい。
【００２５】
　前記薄膜トランジスタは、ｎチャネル型薄膜トランジスタおよびｐチャネル型薄膜トラ
ンジスタを含む複数の薄膜トランジスタであってもよい。
【００２６】
　本発明の半導体装置の製造方法は、（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基板を
用意する工程と、（ｂ）前記非晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、（ｃ
）前記酸化物層の上方から前記非晶質半導体膜にレーザー光を照射して結晶化させること
により、前記非晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分を結晶化させた第
１結晶化領域と、前記酸化物層で覆われた部分を結晶化させた、前記第１結晶化領域より
も表面粗さの大きい第２結晶化領域とを含む結晶質半導体膜を得る工程と、（ｄ）前記結
晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域となる第１の島状半
導体層と、後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層とを形成する工程で
あって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２の島状半導体層
は前記第２結晶化領域を含む工程とを包含する。
【００２７】
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　本発明の他の半導体装置の製造方法は、（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成された基
板を用意する工程と、（ａ２）前記非晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記非晶質
半導体膜を結晶化させて結晶質半導体膜を得る工程と、（ｂ）前記結晶質半導体膜の一部
上に酸化物層を形成する工程と、（ｃ）前記酸化物層の上方から前記結晶質半導体膜にレ
ーザー光を照射して、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていない部分の表
面粗さを小さくすることにより、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆われていな
い部分から第１結晶化領域を形成し、前記酸化物層で覆われた部分から前記第１結晶化領
域よりも表面粗さの大きい第２結晶化領域を形成する工程と、（ｄ）前記結晶質半導体膜
をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域となる第１の島状半導体層および
後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層を形成する工程であって、前記
第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２の島状半導体層は前記第２結
晶化領域を含む工程とを包含する。
【００２８】
　本発明のさらに他の半導体装置の製造方法は、（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成さ
れた基板を用意する工程と、（ａ２’）前記非晶質半導体膜の少なくとも一部に結晶化を
促進する触媒元素を添加した後、加熱処理を行って、前記非晶質半導体膜を結晶化させて
結晶質半導体膜を得る工程と、（ｂ）前記結晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する
工程と、（ｃ）前記酸化物層の上方から前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射してさら
に結晶化させる、あるいは再結晶化させることにより、前記結晶質半導体膜のうち前記酸
化物層で覆われていない部分を結晶化させた第１結晶化領域と、前記酸化物層で覆われた
部分を結晶化させた、前記第１結晶化領域よりも表面粗さの大きい第２結晶化領域とを含
む結晶質半導体膜を得る工程と、（ｄ）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄
膜トランジスタの活性領域となる第１の島状半導体層および後に薄膜ダイオードの活性領
域となる第２の島状半導体層を形成する工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第
１結晶化領域を含み、前記第２の島状半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程とを包含
する。
【００２９】
　本発明のさらに他の半導体装置の製造方法は、（ａ１）表面に非晶質半導体膜が形成さ
れた基板を用意する工程と、（ａ２’）前記非晶質半導体膜の少なくとも一部に結晶化を
促進する触媒元素を添加した後、加熱処理を行って、前記非晶質半導体膜を結晶化させて
結晶質半導体膜を得る工程と、（ａ３’）前記結晶質半導体膜にレーザー光を照射して、
前記結晶質半導体膜をさらに結晶化させる、あるいは再結晶化させる工程と、（ｂ）前記
結晶質半導体膜の一部上に酸化物層を形成する工程と、（ｃ）前記酸化物層の上方から前
記結晶質半導体膜にレーザー光を照射して、前記結晶質半導体膜のうち前記酸化物層で覆
われていない部分の表面粗さを小さくすることにより、前記結晶質半導体膜のうち前記酸
化物層で覆われていない部分から第１結晶化領域を形成し、前記酸化物層で覆われた部分
から前記第１結晶化領域よりも表面粗さの大きい第２結晶化領域を形成する工程と、（ｄ
）前記結晶質半導体膜をパターニングして、後に薄膜トランジスタの活性領域となる第１
の島状半導体層および後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層を形成す
る工程であって、前記第１の島状半導体層は前記第１結晶化領域を含み、前記第２の島状
半導体層は前記第２結晶化領域を含む工程とを包含する。
【００３０】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｃ）の前に、前記非晶質半導体膜のうち前
記酸化物層で覆われていない部分上に形成された自然酸化膜を除去する工程をさらに含む
。
【００３１】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｃ）は、窒素などの不活性ガス雰囲気中に
て行われる。
【００３２】
　ある好ましい実施形態において、前記基板は透光性を有する基板であり、前記工程（ａ
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）は、前記基板のうち、後に薄膜ダイオードの活性領域となる第２の島状半導体層が形成
される領域の下部となる部分に、前記基板の反対側の表面から入射する光を遮光するため
の遮光層を形成する工程と、前記遮光層が形成された基板上に前記非晶質半導体膜を形成
する工程とを含み、前記工程（ｂ）は、前記非晶質半導体膜あるいは前記結晶質半導体膜
上に酸化膜を形成する工程（ｂ１）と、前記酸化膜上にレジスト膜を形成し、これを露光
・現像してレジスト層を形成する工程（ｂ２）と、前記レジスト層をマスクとして前記酸
化膜をエッチングすることにより、前記酸化物層を得る工程（ｂ３）とを含み、前記工程
（ｂ２）は、前記遮光層をマスクとして、前記基板の前記反対側の表面から前記レジスト
膜を露光する工程を含む。
【００３３】
　前記工程（ｂ）において、前記酸化物層の厚さＤ（単位：ｎｍ）は、前記酸化物層の屈
折率をｎ、前記工程（ｃ）における前記レーザー光の波長をλ（単位：ｎｍ）とすると、
Ｄ≦λ／（４×ｎ）×０．５を満足するように設定されることが好ましい。
【００３４】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ａ２）の前に、前記非晶質半導体膜の表面
を薄膜酸化する工程をさらに含む。
【００３５】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ａ２）は、酸素を含む雰囲気中にて行われ
る。
【００３６】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ２）で得られ
た前記結晶質半導体膜の結晶状態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前記
レーザー光の照射を行う。
【００３７】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ２’）で得ら
れた前記結晶質半導体膜の結晶状態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前
記レーザー光の照射を行う。
【００３８】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ａ３’）の前に、前記非晶質半導体膜の表
面を薄膜酸化する工程をさらに含む。
【００３９】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ａ３’）は、酸素を含む雰囲気中にて行わ
れる。
【００４０】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｃ）において、前記工程（ａ３’）で得ら
れた前記結晶質半導体膜の結晶状態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で、前
記レーザー光の照射を行う。
【００４１】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ａ３’）において、前記工程（ａ２’）で
得られた前記結晶質半導体膜の結晶状態が完全にリセットされない照射エネルギー密度で
、前記レーザー光の照射を行う。
【００４２】
　前記工程（ａ２’）で使用される前記触媒元素はニッケルであってもよい。
【００４３】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｄ）は、前記第２結晶化領域を用いて、前
記第２の島状半導体層のうち後に薄膜ダイオードの真性領域となる領域を形成する工程を
含む。あるいは、前記第２結晶化領域を用いて、前記第２の島状半導体層全体を形成する
工程を含んでもよい。
【００４４】
　ある好ましい実施形態において、前記工程（ｄ）は、前記第１結晶化領域を用いて、前
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記第１の島状半導体層全体を形成する工程を含む。また、前記工程（ｄ）は、前記第１結
晶化領域を用いて、後にコンデンサーの片方の電極となる半導体層を形成する工程をさら
に含んでもよい。
【００４５】
　上記方法は、（ｈ）前記第１の島状半導体層の上にゲート絶縁膜を形成する工程と、（
ｉ）前記ゲート絶縁膜上に、前記第１の島状半導体層のうちチャネル領域となる領域と重
なるようにゲート電極を形成する工程と、（ｊ）前記第１の島状半導体層のうち後のソー
ス領域及びドレイン領域となる領域に、不純物元素をドーピングする工程と、（ｋ）前記
第２の島状半導体層のうち後のｎ型領域となる領域に、ｎ型不純物元素をドーピングする
工程と、（ｌ）前記第２の島状半導体層のうち後のｐ型領域となる領域に、ｐ型不純物元
素をドーピングする工程とを包含してもよい。
【００４６】
　本発明の表示装置は、複数の表示部を有する表示領域と、前記表示領域の周辺に位置す
る額縁領域とを備えた表示装置であって、薄膜ダイオードを含む光センサー部をさらに備
え、各表示部は電極および前記電極に接続された薄膜トランジスタを有し、前記薄膜トラ
ンジスタと、前記薄膜ダイオードとは、同一の基板上に形成されており、前記薄膜トラン
ジスタは、チャネル領域、ソース領域およびドレイン領域を含む結晶質半導体層と、前記
結晶質半導体層を覆うように設けられたゲート絶縁膜と、前記ゲート絶縁膜上に設けられ
、前記チャネル領域の導電性を制御するゲート電極とを含み、前記薄膜ダイオードは、少
なくともｎ型領域とｐ型領域とを含む結晶質半導体層を含み、前記薄膜トランジスタの半
導体層および前記薄膜ダイオードの半導体層は、同一の非晶質半導体膜を結晶化すること
によって形成された結晶質半導体層であり、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面にはリ
ッジが形成されており、前記薄膜ダイオードの半導体層の表面粗さは、前記薄膜トランジ
スタの半導体層の表面粗さよりも大きい。
【００４７】
　ある好ましい実施形態において、前記表示部は、バックライトと、前記バックライトか
ら出射する光の輝度を調整するバックライト制御回路とをさらに備え、前記光センサー部
は、外光の照度に基づく照度信号を生成して前記バックライト制御回路に出力する。
【００４８】
　ある好ましい実施形態において、それぞれが前記光センサー部を有する複数の光タッチ
センサー部を有し、前記複数の光タッチセンサー部は、それぞれ、各表示部または２以上
の表示部からなるセットに対応して前記表示領域に配置されている。
【発明の効果】
【００４９】
　本発明によると、同一基板上に形成されたＴＦＴおよびＴＦＤを備えた半導体装置にお
いて、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層を、それぞれ、要求されるデバイス特性に応じて最
適化できる。従って、ＴＦＴおよびＴＦＤに要求されるそれぞれのデバイス特性を両立さ
せることが可能になる。
【００５０】
　特に、ＴＦＤを光センサーとして用いる場合、ＴＦＤの半導体層の表面粗さをＴＦＴの
半導体層の表面粗さよりも大きくすることにより、光センサーの光利用効率を高めつつ、
ＴＦＴの信頼性（ゲート耐圧）を向上できるので好ましい。
【００５１】
　また、本発明の製造方法によると、上記の半導体装置を、製造工程や製造コストを増大
させることなく簡便に製造でき、製品のコンパクト化、高性能化、低コスト化を図ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明による第１実施形態の半導体装置を示す模式的な断面図である。
【図２】（Ａ）から（Ｄ）は、本発明による第１実施形態の半導体装置の製造工程を示す
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模式的な断面図である。
【図３】（Ｅ）から（Ｈ）は、本発明による第１実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図４】（Ａ）から（Ｄ）は、本発明による第２実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図５】（Ｅ）から（Ｇ）は、本発明による第２実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図６】（Ｈ）から（Ｊ）は、本発明による第２実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図７】（Ａ）から（Ｃ）は、本発明による第３実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図８】（Ｄ）から（Ｆ）は、本発明による第３実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図９】（Ａ）から（Ｄ）は、本発明による第４実施形態の半導体装置の製造工程を示す
模式的な断面図である。
【図１０】（Ａ）から（Ｃ）は、本発明による第５実施形態の半導体装置の製造工程を示
す模式的な断面図である。
【図１１】（Ｄ）および（Ｅ）は、本発明による第５実施形態の半導体装置の製造工程を
示す模式的な断面図である。
【図１２】（Ａ）から（Ｃ）は、本発明による第６実施形態の半導体装置の製造工程を示
す模式的な断面図である。
【図１３】（Ｄ）から（Ｆ）は、本発明による第６実施形態の半導体装置の製造工程を示
す模式的な断面図である。
【図１４】（Ｇ）から（Ｉ）は、本発明による第６実施形態の半導体装置の製造工程を示
す模式的な断面図である。
【図１５】本発明による第７実施形態の光センサーＴＦＤの回路図である。
【図１６】本発明による第７実施形態の光センサー方式のタッチパネルの構成図である。
【図１７】本発明による第７実施形態のタッチパネル方式の液晶表示装置における背面基
板を例示する模式的な平面図である。
【図１８】本発明による第７実施形態のアンビニエントライトセンサー付き液晶表示装置
を例示する斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００５３】
　本願発明者は、同一基板上に形成されたＴＦＴおよびＴＦＤのデバイス特性をそれぞれ
最適化するために、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層の構造とデバイス特性との関係につい
て、様々な角度から検討を行った。その結果、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層の表面粗さ
を制御することにより、これらの半導体層の結晶状態にかかわらず、それぞれに要求され
るデバイス特性を両立できることを見出した。
【００５４】
　具体的には、ＴＦＤ（光センサーとして用いる光センサーＴＦＤ）では、半導体層の表
面凹凸を大きくすることにより、半導体層に入射する光の反射を抑制して、明電流を増加
させることができる。その結果、外光に対する感度、すなわち光に対するＳＮ比（明暗で
の電流値比）を向上できる。一方、ＴＦＴでは、半導体層の表面凹凸が大きいと、信頼性
（特にゲート耐圧）を低下させる要因となる。従って、半導体層の表面凹凸をより低減す
ることが望ましい。
【００５５】
　本願発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、ＴＦＤの半導体層の表面粗さを
ＴＦＴの半導体層の表面粗さよりも大きくすることを特徴とする。これにより、ＴＦＤに
おいては、明電流を増加させて、光の利用効率を高めることができ、ＴＦＴにおいては、
高い信頼性を確保できる。本願発明の半導体装置は、特許文献２、３のように、各半導体
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層の結晶状態を異ならせる必要がないので、より簡便なプロセスで作製され得る。特に、
非晶質半導体膜を結晶化させる際に生じる表面凹凸（結晶粒界部におけるリッジ）を利用
してＴＦＤの半導体層の表面粗さを増大させると、製造プロセスを簡略化できるので好ま
しい。
【００５６】
　なお、上記表面凹凸は、レーザー光照射により半導体膜が一旦溶融した後、結晶核が生
じ、その結晶核から順次固化する際に、溶融状態と固体状態の体積の違いにより、最後に
固化が行なわれる結晶粒界部が山脈状に盛り上がったり、三つ以上の結晶の境界となる三
重点以上の点（多重点）では山状に盛り上がったりすることにより形成される。本明細書
では、半導体膜表面における、上記の山脈状または山状に盛り上がった部分を「リッジ」
と称する。ＴＦＴでは、従来、このようなリッジが半導体層表面（チャネル界面）に存在
すると、界面特性や電界効果移動度の低下を引き起こしたり、リッジ先端部に電界が集中
するため、ゲート絶縁膜の耐圧特性が低下して信頼性が確保できなくなると考えられてい
た。このため、リッジを低減することは重要な課題と位置づけられ、リッジの低減を目的
とした種々の試みが行われてきた。これに対し、本願発明では、このようなリッジを利用
して、ＴＦＤの特性を向上させるものである。
【００５７】
　具体的には、次のような方法（第１の方法）で、ＴＦＴの半導体層の表面粗さの大きさ
とＴＦＤの半導体層の表面粗さの大きさとを異ならせる。
【００５８】
　まず、基板上に非晶質半導体膜を形成する。次いで、非晶質半導体膜のうち後にＴＦＤ
の活性領域となる領域上のみに選択的に酸化膜（酸化物層）を設ける。続いて、基板の上
方からレーザーを照射して、非晶質半導体膜の結晶化を行う。この結果、酸化物層で覆わ
れた領域では、酸化物層で覆われていない領域よりも表面粗さが大きくなる。
【００５９】
　なお、酸化物層で覆った状態でレーザー結晶化を行うと表面粗さが増大することは、本
願発明者が、レーザー光照射における結晶質半導体膜の結晶性改善を目的として、種々の
プロセスパラメータを検討している際に見出した知見である。表面凹凸が増大する理由は
、完全には解明できていないが、レーザー照射における溶融固化の結晶成長過程において
、酸素が半導体膜中に取り込まれることが、何らかの影響を与えていると考えている。な
ぜならば、酸化物層が無い状態でレーザー結晶化を行う場合に、レーザー照射時の雰囲気
に酸素を混入すると、同様に表面凹凸が大きくなる現象が見られ、酸素の分圧を高めるに
したがって表面凹凸は大きくなっていくからである。
【００６０】
　上記の第１の方法の代わりに、次のような方法（第２の方法）を用いることもできる。
まず、基板上に非晶質半導体膜を形成し、レーザー照射により非晶質半導体膜の全体を結
晶化する。この後、後にＴＦＤの活性領域となる領域上のみに選択的に酸化膜を設け、そ
れ以外の領域上の自然酸化膜を除去する。次いで、不活性ガス雰囲気中でレーザー照射を
行う。これにより、酸化膜で覆われていない領域のみが平坦化される。一方、酸化膜で覆
われた領域では結晶化後の表面状態が維持されるか、あるいは表面粗さがより大きくなる
。
【００６１】
　本明細書において、「表面粗さ」は、ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１で規定されてい
る算術平均粗さＲａまたは最大高さＲｚを指すものとする。従って、少なくとも、ＴＦＤ
の半導体層の算術平均粗さＲａがＴＦＴの半導体層の算術平均粗さＲａよりも大きいか、
あるいは、ＴＦＤの半導体層の最大高さＲｚがＴＦＴの半導体層の最大高さＲｚよりも大
きければよい。これにより、ＴＦＤの半導体層の表面による光の反射を、ＴＦＴの半導体
層の表面よりも低減できる。
【００６２】
　より詳しく説明すると、本実施形態では、最大高さＲｚは、その表面に含まれるリッジ
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の数（密度）にかかわらず、最も高いリッジの高さによって決まる。一方、算術平均粗さ
Ｒａは、リッジが低い場合であっても、リッジの密度が高ければ大きくなる。なお、リッ
ジの成長メカニズムを考慮すると、一般的に、リッジの密度が小さくなると（結晶粒径が
大きくなると）リッジが高くなる傾向にある。
【００６３】
　ここで、半導体層の表面に形成される個々のリッジが高くなるほど、そのリッジによる
光の反射を抑制する効果が高くなるので、光センサーＴＦＤの特性を高めることができる
。従って、ＴＦＤの半導体層の表面の最大高さＲｚがＴＦＴの半導体層の表面の最大高さ
Ｒｚよりも大きければ、算術平均粗さＲａの大きさにかかわらず、上述したような効果を
得ることができる。
【００６４】
　また、半導体層の表面に形成されるリッジの密度が高くなるほど、すなわち、算術平均
粗さＲａが大きくなるほど、光の反射を抑制する効果は高くなる。従って、ＴＦＤの半導
体層の表面の算術平均粗さＲａがＴＦＴの半導体層の表面の算術平均粗さＲａよりも大き
ければ、最大高さＲｚの大きさにかかわらず、上述したような効果を得ることができる。
【００６５】
　ただし、ＴＦＤの半導体層の表面の算術平均粗さＲａがＴＦＴの半導体層の表面の算術
平均粗さＲａよりも大きく、かつ、ＴＦＤの半導体層の表面の最大高さＲｚがＴＦＴの半
導体層の表面の最大高さＲｚよりも大きいことがより好ましい。より確実に光の反射を抑
制し、ＴＦＤのＳＮ比を改善しつつ、ＴＦＴの信頼性を確保できるからである。
【００６６】
　上記第１および第２の方法で用いる酸化物層は、レーザー光に対して反射防止効果を有
さないような厚さに設定されることが好ましい。反射防止効果を有する厚さに設定される
と、半導体膜のうち酸化物層の下に位置する領域の表面に照射される実質的なエネルギー
が大きくなる。このため、実質的なエネルギーの増加に起因して、半導体膜のうち酸化物
層で覆われていない領域と酸化物層で覆われた領域とにおいて、結晶状態が異なってくる
。このとき、酸化物層で覆われた領域に対してレーザー光の照射エネルギーを適正にすれ
ば、酸化物層で覆われていない領域はエネルギー不足となり、良好な結晶状態が得られな
い。その結果、ＴＦＴの活性領域となる半導体層の結晶性は、ＴＦＤの活性領域となる半
導体層に対して大きく劣ってしまい、所望のＴＦＴ性能が得られない。逆に、酸化物層で
覆われていない領域に対してレーザー光の照射エネルギーを適正にすれば、酸化物層で覆
われた領域はエネルギー過剰となり、良好な結晶状態のエネルギー域を超え、微結晶成分
が混じった極端に劣悪な結晶状態となる。その結果、ＴＦＤの活性領域となる半導体層の
結晶性は、ＴＦＴの活性領域となる半導体層に対して大きく劣ってしまい、所望のＴＦＤ
性能が得られない。従って、酸化物層が反射防止膜として作用してしまうと、ＴＦＴの活
性領域となる半導体層とＴＦＤの活性領域となる半導体層とにおいて、その表面粗さを異
ならせることはできるが、同時に結晶性も変化してしまい、結晶性と表面粗さとを別個に
制御することは困難である。これに対し、反射防止効果を有さない厚さの酸化物層を用い
ると、酸化物層で覆われた領域に照射される実質的なエネルギーを増大させることなく、
表面粗さのみを他の領域よりも大きくできる。従って、ＴＦＴおよびＴＦＤの活性領域と
なる半導体層の結晶性を略同等としつつ、表面粗さのみを異ならせることが可能になる。
【００６７】
　一方、非晶質半導体膜上にキャップ層を設けてレーザー照射を行い、結晶化させる際に
レーザー照射に起因して半導体膜に生じる表面凹凸を低減させる手法も提案されている（
例えば特開２００５－３４７５６０号公報など）。また、半導体膜上にキャップ層を設け
た状態でレーザーを照射して、半導体膜を平坦化する手法も提案されている（例えば特開
２００７－２８８１５９号公報）。このような手法では、キャップ層の剛性を利用し、半
導体膜の溶融固化による体積膨張によって形成されるリッジを無理やりに押さえようとす
るものであり、リッジを大きくするために利用される本発明の酸化物層とは目的が全く異
なる。特に、これらのキャップ層においては、リッジを押さえ込むための剛性が大きなポ
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イントであり、そのため、出来る限り硬い膜であること、膜厚が大きいことが望まれる。
例えば、これらの手法では、キャップ層として、厚さが２μｍや１００ｎｍ～３００ｎｍ
といった非常に厚い膜を用いている。これに対し、本願発明における酸化物層は、リッジ
を押さえ込む効果を生じさせないことが重要であり、そのため、酸化物層の厚さは例えば
３０ｎｍ以下に設定される。また、酸化物層の剛性は低いほど良く、従って、その下の半
導体膜の表面粗さの増大効果さえ得られれば、酸化物層は薄ければ薄いほど良い。
【００６８】
　第１および第２の何れの方法でも、非晶質半導体膜を形成する前に、ＴＦＤの半導体層
に基板裏面からの光を遮るように遮光層を形成してもよい。その場合、酸化膜のパターニ
ングを、遮光層をマスクとして利用して基板の裏面から露光することによって自己整合的
に行うことができる。これにより、フォトマスクを削減できる。
【００６９】
　上述した第１の方法によってＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層が形成された場合、ＴＦＴ
の半導体層の表面にもリッジが形成される。ＴＦＴの半導体層の表面に形成されているリ
ッジの平均高さは、ＴＦＤの半導体層の表面に形成されているリッジの平均高さよりも小
さい。
【００７０】
　第２の方法によってＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層が形成された場合、ＴＦＴの半導体
層の表面は実質的に平坦である。「実質的に平坦な表面」とは、平坦化処理を施された表
面を指し、その表面粗さ（算術平均粗さ）Ｒａは例えば３ｎｍ以下である。
【００７１】
　本実施形態では、ＴＦＴの半導体層の表面全体に亘って、表面粗さは略均一であること
が好ましい。これにより、ＴＦＴの信頼性をより高めることができる。
【００７２】
　また、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層の少なくとも一部の領域は、非晶質半導体膜の結
晶化を促進する働きを持つ触媒元素を含んでいてもよい。
【００７３】
　ＴＦＤは、ＴＦＤの半導体層のうちｎ型領域とｐ型領域との間に位置する真性領域をさ
らに含んでいてもよい。この場合、ＴＦＤの半導体層のうち少なくとも真性領域の表面粗
さは、ＴＦＴの半導体層の表面粗さ（特にチャネル領域の表面粗さ）よりも大きいことが
好ましい。
【００７４】
　（第１実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明による半導体装置の第１の実施形態を説明する。本
実施形態の半導体装置は、同一の基板上に形成されたｎチャネル型ＴＦＴとＴＦＤとを備
えており、例えばセンサー部を備えたアクティブマトリクス型の表示装置として用いられ
る。
【００７５】
　図１は、本実施形態の半導体装置の一例を示す模式的な断面図である。本実施形態の半
導体装置は、典型的には、同一基板上に設けられた複数のＴＦＴおよび複数のＴＦＤを有
するが、ここでは、簡単のため、単一のＴＦＴおよび単一のＴＦＤのみの構成を図示して
いる。また、ＴＦＴとして、シングルドレイン構造を有するｎチャネル型ＴＦＴを例示し
ているが、ＴＦＴの構造はこれに限定されない。例えば、ＬＤＤ構造またはＧＯＬＤ構造
のＴＦＴを備えていてもよいし、ｎチャネル型ＴＦＴおよびｐチャネル型ＴＦＴを含む複
数のＴＦＴを備えていてもよい。
【００７６】
　本実施形態の半導体装置は、基板１０１の上に下地膜１０３、１０４を介して形成され
た薄膜トランジスタ１２５と薄膜ダイオード１２６とを備えている。薄膜トランジスタ１
２５は、チャネル領域１１６、ソース領域およびドレイン領域１１４を含む半導体層１０
８と、半導体層１０８の上に設けられたゲート絶縁膜１１０と、チャネル領域１１６の導
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電性を制御するゲート電極１１１と、ソース領域およびドレイン領域１１４にそれぞれ接
続された電極・配線１２３を有する。また、薄膜ダイオード１２６は、少なくともｎ型領
域１１５とｐ型領域１１９とを含む半導体層１０９と、ｎ型領域１１５およびｐ型領域１
１９にそれぞれ接続された電極・配線１２４とを有する。図示する例では、半導体層１０
９におけるｎ型領域１１５とｐ型領域１１９との間に真性領域１２０が設けられている。
【００７７】
　薄膜トランジスタ１２５および薄膜ダイオード１２６の上には、層間絶縁膜として、窒
化ケイ素膜１２１および酸化ケイ素膜１２２が形成されている。また、基板１０１として
透光性を有する基板を用いる場合には、基板１０１の裏面から半導体層１０９に光が入射
することを防止するために、薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９と基板１０１との間
に遮光膜１０２が設けられていてもよい。
【００７８】
　薄膜トランジスタ１２５の半導体層１０８および薄膜ダイオード１２６の半導体層１０
９は、同一の非晶質半導体膜を結晶化することによって形成された結晶質半導体層である
。また、薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９の表面にはリッジが形成されている。リ
ッジは、非晶質半導体膜にレーザー光を照射することによって結晶化させる際に、非晶質
半導体膜が溶融固化する過程で生じたものであり、典型的には、半導体層１０９に含まれ
る結晶粒の境界上に存在する。
【００７９】
　また、薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９の表面粗さは、薄膜トランジスタ１２５
の半導体層１０８の表面粗さよりも大きい。これにより、次のようなメリットがある。
【００８０】
　薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９の表面では、表面粗さが大きいので、入射光の
反射が抑制され、光に対する感度が高まる。その結果、明電流が増加し、ＳＮ比である明
暗比を向上できる。なお、薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９の算術平均粗さＲａが
例えば６ｎｍ以上および／または最大高さＲｚが６０ｎｍ以上であれば、より効果的にＳ
Ｎ比を高めることができる。一方、薄膜トランジスタ１２５では、半導体層１０８の表面
粗さを小さく抑えることにより（例えば算術平均粗さＲａ：５ｎｍ以下および／または最
大高さＲｚ：５０ｎｍ以下）、ゲート絶縁膜の耐圧特性やゲートバイアスストレスに対す
る信頼性を高めることができ、電界効果移動度も向上できる。
【００８１】
　このように、本実施形態によると、薄膜トランジスタ１２５の半導体層１０８と薄膜ダ
イオード１２６（特に光センサーＴＦＤ）の半導体層１０９との間で、結晶性を大きく異
ならせることなく、表面粗さのみを異ならせることができる。従って、それぞれの素子特
性を、それぞれの要求に応じて最適化できる。
【００８２】
　半導体層１０８、１０９の表面粗さは特に限定されないが、例えば厚さが５０ｎｍの非
晶質ケイ素半導体膜を用いて半導体層１０８、１０９を形成する場合、薄膜トランジスタ
１２５の半導体層１０８の算術平均粗さＲａは３～５ｎｍ、薄膜ダイオード１２６の半導
体層１０９の算術平均粗さＲａは６～１０ｎｍである。また、本実施形態における薄膜ト
ランジスタ１２５の半導体層１０８の最大高さ（ＪＩＳ　Ｂ　０６０１－２００１で規定
されている最大高さ）Ｒｚは３０～５０ｎｍ、薄膜ダイオード１２６の半導体層１０９の
最大高さＲｚは６０～１００ｎｍである。半導体層１０８、１０９の表面粗さが上記範囲
内のとき、薄膜ダイオード１２６の光感度（明電流値）は、薄膜トランジスタ１２５と同
等の表面粗さを有する半導体層を用いて形成された薄膜ダイオードの光感度よりも約１．
３倍向上する。
【００８３】
　本実施形態では、半導体層１０８、１０９の結晶性は互いに異なっていてもよいし、略
同等であってもよい。薄膜トランジスタ１２５の半導体層１０８の結晶性と薄膜ダイオー
ド１２６の半導体層１０９の結晶性とが略同等であれば、半導体層１０８、１０９の結晶
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状態を別個に制御する必要がないので、製造工程を複雑にすることなく、高信頼性および
高性能の半導体装置が得られる。同様に、これらの半導体層１０８、１０９の平均結晶粒
径は互いに異なっていてもよいし、略同等であってもよい。
【００８４】
　本実施形態の半導体装置は、例えば次のような方法で作製される。
【００８５】
　まず、図２（Ａ）に示すように、基板１０１上に遮光層１０２を形成し、続いて、下地
膜として、窒化ケイ素膜１０３および酸化ケイ素膜１０４を形成する。この後、非晶質半
導体膜（ここでは非晶質ケイ素膜）１０５を形成する。
【００８６】
　基板１０１として、低アルカリガラス基板や石英基板を用いることができる。本実施形
態では低アルカリガラス基板を用いる。この場合、ガラス歪み点よりも１０～２０℃程度
低い温度であらかじめ熱処理しておいても良い。
【００８７】
　遮光層１０２は、ＴＦＤに対する基板裏面方向からの光を遮ることができるように配置
される。遮光層１０２の材料としては、金属膜あるいはケイ素膜等を用いることができる
。金属膜を用いる場合は、後の製造工程における熱処理を考慮し、高融点金属であるタン
タル（Ｔａ）やタングステン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）等が好ましい。本実施形態では
、Ｍｏ膜をスパッタリングにより成膜し、パターニングして、遮光層１０２を形成する。
遮光層１０２の厚さは２０～２００ｎｍ、好ましくは３０～１５０ｎｍである。本実施形
態では、例えば１００ｎｍとする。
【００８８】
　窒化ケイ素膜１０３および酸化ケイ素膜１０４は、基板１０１からの不純物拡散を防ぐ
ために設けられる。本実施形態では、これらの下地膜１０３、１０４をプラズマＣＶＤ法
を用いて形成する。これらの下地膜１０３、１０４の合計厚さは１００～６００ｎｍ、好
ましくは１５０～４５０ｎｍである。本実施形態では、２層の下地膜を使用したが、例え
ば酸化ケイ素膜の単層でも問題はない。
【００８９】
　非晶質ケイ素膜１０５は、プラズマＣＶＤ法やスパッタ法などの公知の方法で形成され
る。本実施形態では、プラズマＣＶＤ法で厚さが５０ｎｍの非晶質ケイ素膜を形成する。
下地膜１０３、１０４と非晶質ケイ素膜１０５とを同じ成膜法で形成する場合には、両者
を連続形成しても良い。下地膜を形成した後、一旦大気雰囲気に晒さないことでその表面
の汚染を防ぐことが可能となり、作製するＴＦＴの特性バラツキやしきい値電圧の変動を
低減させることができる。
【００９０】
　次いで、図２（Ｂ）に示すように、非晶質ケイ素膜１０５のうちＴＦＤの活性領域とな
る領域上のみに酸化物層（ここでは酸化ケイ素層）１０６を形成する。酸化ケイ素層１０
６は、基板１０１全面に例えばプラズマＣＶＤ法を用いて酸化ケイ素膜を堆積し、これを
パターニングすることによって得られる。ここでは、例えば厚さＤが２０ｎｍの酸化ケイ
素層１０６を形成する。
【００９１】
　続いて、図２（Ｃ）に示すように、基板１０１の上方から、非晶質ケイ素膜１０５にレ
ーザー光１０７を照射することにより、非晶質ケイ素膜１０５を結晶化させる。このとき
のレーザー光としては、ＸｅＣｌエキシマレーザー（波長３０８ｎｍ、パルス幅４０ｎｓ
ｅｃ）やＫｒＦエキシマレーザー（波長２４８ｎｍ）を適用できる。本実施形態では、波
長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレーザー光を利用する。レーザー光のビームサイズは
、基板１０１表面で長尺形状となるように成型されており、長尺方向に対して垂直方向に
順次走査を行うことで、基板全面の結晶化を行う。このとき、ビームの一部が重なるよう
にして走査することが好ましい。これにより、非晶質ケイ素膜１０５の任意の一点におい
て、複数回のレーザー照射が行われ、結晶状態の均一性を向上できる。
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【００９２】
　これにより、非晶質ケイ素膜１０５は瞬間的に溶融し固化する過程で結晶化されて結晶
質ケイ素膜となる。結晶質ケイ素膜のうち酸化ケイ素層１０６で覆われた領域１０５ｂで
は、酸化ケイ素層１０６で覆われていない領域１０５ａよりも表面粗さが大きくなる。結
晶質ケイ素膜の表面には、溶融固化過程で生じたリッジが形成されているが、酸化ケイ素
層１０６で覆われた領域１０５ｂのリッジは領域１０５ａのリッジよりも高くなるからで
ある。なお、領域１０５ｂおよび領域１０５ａの結晶性や結晶粒の大きさは略同等である
。
【００９３】
　レーザー光１０７を照射する前に、酸化ケイ素層１０６で覆われていない領域の自然酸
化膜を除去しておくことが好ましい。これにより、領域１０５ａのリッジの増大を抑制で
き、表面粗さをより低減できる。また、レーザー光１０７の照射を、窒素等の不活性雰囲
気中で行うと、領域１０５ａの表面粗さをより低減できるので好ましい。
【００９４】
　次いで、図２（Ｄ）に示すように、酸化ケイ素層１０６を除去した後、結晶質ケイ素膜
の不要な領域を除去して素子間分離を行う。これにより、領域１０５ａを用いて後のＴＦ
Ｔの活性領域（ソース・ドレイン領域、チャネル領域）となる半導体層１０８を形成し、
領域１０５ｂを用いて後のＴＦＤの活性領域（ｎ+型／ｐ+型領域、真性領域）となる半導
体層１０９を形成する。
【００９５】
　続いて、図３（Ｅ）に示すように、これらの島状半導体層１０８および１０９を覆うゲ
ート絶縁膜１１０を形成した後、ゲート絶縁膜１１０の上に後のＴＦＴのゲート電極１１
１を形成する。
【００９６】
　ゲート絶縁膜１１０としては、厚さ２０～１５０ｎｍの酸化ケイ素膜が好ましく、ここ
では１００ｎｍの酸化ケイ素膜を用いた。
【００９７】
　ゲート電極１１１は、スパッタ法またはＣＶＤ法などを用いてゲート絶縁膜１１０上に
導電膜を堆積し、これをパターニングすることによって形成される。導電膜としては、高
融点金属のＷ、Ｔａ、Ｔｉ、Ｍｏまたはその合金材料のいずれかが望ましい。また、導電
膜の厚さは３００～６００ｎｍであることが好ましい。本実施形態では、窒素が微量に添
加されたタンタル（厚さ：４５０ｎｍ）を用いる。
【００９８】
　次に、図３（Ｆ）に示すように、後にＴＦＤの活性領域となる半導体層１０９の一部を
覆うように、ゲート絶縁膜１１０上にレジストからなるマスク１１２を形成する。そして
、この状態で、基板１０１上方よりｎ型不純物（リン）１１３を全面にイオンドーピング
する。リン１１３は、ゲート絶縁膜１１０をスルーして、半導体層１０８、１０９に注入
される。この工程により、ＴＦＤの半導体層１０９において、レジストマスク１１２より
露出している領域と、ＴＦＴの半導体層１０８において、ゲート電極１１１より露出して
いる領域にリン１１３が注入される。レジストマスク１１２またはゲート電極１１１によ
って覆われている領域には、リン１１３はドーピングされない。これにより、ＴＦＴの半
導体層１０８のうちリン１１３が注入された領域は、後のＴＦＴのソース領域およびドレ
イン領域１１４となり、ゲート電極１１１にマスクされてリン１１３が注入されない領域
は、後にＴＦＴのチャネル領域１１６となる。また、ＴＦＤの半導体層１０９のうちリン
１１３が注入された領域は、後のＴＦＤのｎ+型領域１１５となる。
【００９９】
　レジストマスク１１２を除去した後、図３（Ｇ）に示すように、後にＴＦＤの活性領域
となる半導体層１０９の一部と、後にＴＦＴの活性領域となる半導体層１０８の全体とを
覆うように、ゲート絶縁膜１１０上にレジストからなるマスク１１７を形成する。この状
態で、基板１０１上方よりｐ型不純物（ボロン）１１８を全面にイオンドーピングする。
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このときのボロン１１８のイオンドーピングは、ゲート絶縁膜１１０をスルーし、半導体
層１０９に注入される。この工程により、ＴＦＤの半導体層１０９において、レジストマ
スク１１７より露出している領域にボロン１１８が注入される。マスク１１７によって覆
われている領域には、ボロン１１８はドーピングされない。これにより、ＴＦＤの半導体
層１０９のうちボロン１１８が注入された領域は、後のＴＦＤのｐ+型領域１１９となり
、ボロンもリンも注入されなかった領域が、後の真性領域１２０となる。
【０１００】
　レジストマスク１１７を除去した後、不活性雰囲気下、例えば窒素雰囲気にて熱処理を
行う。この熱処理により、ＴＦＴのソース・ドレイン領域１１４やＴＦＤのｎ+型領域１
１５及びｐ+型領域１１９では、ドーピング時に生じた結晶欠陥等のドーピングダメージ
を回復させ、それぞれにドーピングされたリンとボロンが活性化される。この熱処理は、
一般的な加熱炉を用いてもよいが、ＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ａｎｎｅａｌ
ｉｎｇ）を用いて行うことが好ましい。特に、基板表面に高温の不活性ガスを吹き付け、
瞬時に昇降温を行う方式のものが適している。
【０１０１】
　続いて、図３（Ｈ）に示すように、層間絶縁膜として、窒化ケイ素膜１２１と酸化ケイ
素膜１２２とをこの順で形成する。必要に応じて、半導体層１０８、１０９を水素化する
ための熱処理、例えば１気圧の窒素雰囲気あるいは水素混合雰囲気で３５０～４５０℃の
アニールを行ってもよい。この後、層間絶縁膜１２１、１２２にコンタクトホールを形成
する。次いで、層間絶縁膜１２２上およびコンタクトホール内部に金属材料からなる膜（
例えば窒化チタンとアルミニウムとの二層膜）を堆積し、パターニングすることによりＴ
ＦＴの電極・配線１２３とＴＦＤ電極・配線１２４とを形成する。このようにして、薄膜
トランジスタ１２５と薄膜ダイオード１２６とが得られる。なお、これらを保護する目的
で、薄膜トランジスタ１２５と薄膜ダイオード１２６上に窒化ケイ素膜などからなる保護
膜を設けてもよい。
【０１０２】
　上記方法によると、製造工程を複雑化することなく、表面粗さの異なる半導体層１０８
、１０９を形成できる。
【０１０３】
　上記方法において、図２（Ｂ）に示す工程で形成される酸化物層（ここでは酸化ケイ素
層１０６）の厚さＤ（ｎｍ）は、酸化物層の屈折率をｎ、レーザー光の波長をλ（ｎｍ）
とすると、Ｄ≦λ／（４×ｎ）×０．５を満足するように設定されていることが好ましい
。これにより、酸化物層の反射防止効果を抑えて、酸化物層で覆われた領域１０５ｂと酸
化物層で覆われていない領域１０５ａとの結晶性の差を小さく抑えることができる。すな
わち、これらの領域１０５ａ、１０５ｂの結晶状態は略同等とし、主に表面粗さのみを異
ならせることが可能になる。本実施形態で用いた酸化ケイ素膜の屈折率ｎは１．４６であ
り、レーザー光の波長λは３０８ｎｍなので、酸化ケイ素層１０６の厚さＤは２６ｎｍ以
下であることが好ましい。一方、酸化物層が薄すぎると、酸化物層で覆われた領域１０５
ｂの表面粗さを十分に増大できないおそれがあるので、酸化物層の厚さＤは３ｎｍ以上で
あることが好ましい。
【０１０４】
　また、上記方法では、酸化物層として酸化ケイ素層１０６を形成しているが、酸化ケイ
素層１０６の代わりに、酸化窒化ケイ素層などの他の酸化物からなる層を用いても同様の
効果が得られる。
【０１０５】
　（第２実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明による第２実施形態を説明する。本実施形態の半導
体装置の製造方法は、非晶質半導体膜を結晶化する際に触媒元素を用いる点、および、結
晶化後に触媒元素をゲッタリングする工程を有する点で第１実施形態の製造方法と異なっ
ている。
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【０１０６】
　まず、図４（Ａ）に示すように、基板２０１上に遮光層２０２、窒化ケイ素膜２０３、
酸化ケイ素膜２０４および非晶質半導体膜（非晶質ケイ素膜）２０５をこの順で形成する
。形成方法は、図２（Ａ）を参照しながら前述した方法と同様である。次いで、非晶質ケ
イ素膜２０５の表面に触媒元素２０６を添加する。
【０１０７】
　触媒元素２０６の添加は、例えば非晶質ケイ素膜２０５に対して、重量換算で例えば５
ｐｐｍの触媒元素（本実施形態ではニッケル）を含む水溶液（酢酸ニッケル水溶液）をス
ピンコート法で塗布することによって行う。触媒元素２０６としては、ニッケル（Ｎｉ）
以外に、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、スズ（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、パラジウム（Ｐｄ
）、銅（Ｃｕ）から選ばれた一種または複数種の元素を用いてもよい。これらの元素より
も触媒効果は小さいが、ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、オスミウム（Ｏｓ）、
イリジウム（Ｉｒ）、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）等も触媒元素として機能する。このとき
、ドープする触媒元素２０６の量は極微量であり、非晶質ケイ素膜２０５の表面上の触媒
元素濃度は、全反射蛍光Ｘ線分析（ＴＲＸＲＦ）法により、管理される。本実施形態では
、５×１０12ａｔｏｍｓ／ｃｍ2程度である。本工程に先立って、スピン塗布時の非晶質
ケイ素膜２０５表面の濡れ性向上のため、オゾン水等で非晶質ケイ素膜２０５表面をわず
かに酸化させてもよい。
【０１０８】
　なお、本実施形態ではスピンコート法でニッケルをドープする方法を用いたが、蒸着法
やスパッタ法などにより触媒元素２０６からなる薄膜（本実施形態の場合はニッケル膜）
を非晶質ケイ素膜２０５上に形成してもよい。
【０１０９】
　続いて、図４（Ｂ）に示すように、非晶質ケイ素膜２０５の加熱処理を行い、触媒元素
２０６を核として非晶質ケイ素膜２０５を固相結晶成長させる。これにより、第１の結晶
質ケイ素膜２０５ａを得る。
【０１１０】
　加熱処理は、不活性雰囲気下、例えば窒素雰囲気にて、５５０～６２０℃の温度で３０
分～４時間行うことが好ましい。本実施形態では、一例として５９０℃にて１時間の加熱
処理を行った。この加熱処理において、非晶質ケイ素膜２０５の表面に添加されたニッケ
ル２０６が非晶質ケイ素膜２０５中に拡散すると共に、シリサイド化が起こり、それを核
として非晶質ケイ素膜２０５の結晶化が進行する。なお、ここでは炉を用いた加熱処理に
より結晶化を行ったが、ランプ等を熱源として用いるＲＴＡ（Ｒａｐｉｄ　Ｔｈｅｒｍａ
ｌ　Ａｎｎｅａｌｉｎｇ）装置で結晶化を行ってもよい。
【０１１１】
　続いて、図４（Ｃ）に示すように、第１の結晶質ケイ素膜２０５ａのうちＴＦＤの活性
領域となる部分上のみに酸化ケイ素層２０７を形成する。酸化ケイ素層２０７の形成方法
は、図２（Ｂ）を参照しながら前述した方法と同様である。ここでは、酸化ケイ素層２０
７の厚さＤを１５ｎｍとする。
【０１１２】
　次いで、図４（Ｄ）に示すように、第１の結晶質ケイ素膜２０５ａにレーザー光２０８
を照射する。ここでは、波長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレーザー光を用い、第１実
施形態におけるレーザー照射（図２（Ｃ））と同様の方法で行う。これにより、第１の結
晶質ケイ素膜２０５ａは再結晶化され、より高品質な第２の結晶質ケイ素膜となる。この
とき、第２の結晶質ケイ素膜のうち酸化ケイ素層２０７で覆われた領域２０５ｃでは、酸
化ケイ素層２０７で覆われていない領域２０５ｂよりも表面粗さが大きくなる。
【０１１３】
　なお、第１の結晶質ケイ素膜２０５ａのうち酸化ケイ素層２０７で覆われていない部分
上に少しでも酸化膜が存在すると、レーザー光２０８の照射により、領域２０５ｂの表面
粗さが大きくなってしまう。そこで、レーザー光２０８を照射する前に、酸化ケイ素層２
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０７で覆われていない部分上の自然酸化膜を除去しておくことが好ましい。これにより、
領域２０５ｂの表面粗さがレーザー照射によって増大することを抑制できる。また、レー
ザー光２０８の照射を窒素等の不活性雰囲気中で行うと、領域２０５ｂの表面粗さをより
低減できるので好ましい。また、このときのレーザー光２０８の照射エネルギー密度は、
第１の結晶質ケイ素膜２０５ａ（図４（Ｂ））の結晶状態がリセットされない範囲に設定
されることが好ましい。これにより、レーザー光２０８は第１の結晶質ケイ素膜２０５ａ
に残留する非晶質領域や結晶欠陥のみに効果的に作用し、それらの結晶性を高めることが
できる。従って、結晶性に優れた均質な第２の結晶質ケイ素膜が得られる。
【０１１４】
　次いで、図５（Ｅ）に示すように、酸化ケイ素層２０７を除去した後、第２の結晶質ケ
イ素膜のうち領域２０５ｂを用いて後のＴＦＴの活性領域となる半導体層２０９を形成し
、領域２０５ｃを用いて後のＴＦＤの活性領域となる半導体層２１０を形成する。
【０１１５】
　この後、図５（Ｆ）に示すように、半導体層２０９、２１０上にゲート絶縁膜２１１を
形成した後、半導体層２０９の一部と重なるように、ＴＦＴのゲート電極２１２を形成す
る。ゲート絶縁膜２１１およびゲート電極２１２の形成方法は、図３（Ｅ）を参照しなが
ら前述した方法と同様である。
【０１１６】
　続いて、図５（Ｇ）に示すように、ゲート絶縁膜２１１上に、半導体層２１０の一部と
重なるようにフォトレジストによるマスク２１３を形成する。この状態で、半導体層２０
９、２１０にｎ型不純物（ここではリン）２１４をドーピングする。ドーピング方法およ
び条件は、図３（Ｆ）を参照しながら前述した方法および条件と同じである。これにより
、半導体層２０９のうちゲート電極２１２と重なっていない部分にソース・ドレイン領域
２１５が形成される。ゲート電極２１２と重なっていてリン２１４が注入されなかった領
域はチャネル領域２１７となる。また、半導体層２１０のうちマスク２１３で覆われてい
ない部分にはｎ型領域２１６が形成される。
【０１１７】
　この後、マスク２１３を除去し、図６（Ｈ）に示すように、新たに、半導体層２０９の
全体と半導体層２１０の一部を覆うマスク２１８を形成する。この状態で、半導体層２１
０に対してｐ型不純物（ホウ素）２１９をドーピングする。ドーピング方法および条件は
、図３（Ｇ）を参照しながら前述した方法および条件と同じである。これにより、半導体
層２１０のうちマスク２１８で覆われていない部分にｐ型領域２２０が形成され、ホウ素
もリンも注入されなかった領域は真性領域２２１となる。
【０１１８】
　次いで、マスク２１８を除去し、熱処理を行う。この熱処理により、半導体層２０９、
２１０のうち不純物（リン、ホウ素）が注入された領域を活性化させるとともに、図６（
Ｉ）に示すように、チャネル領域２１７および真性領域２２１に存在する触媒元素（ニッ
ケル）を、矢印２２２に沿って、それぞれ、ゲッタリング作用を有するリンを含むソース
・ドレイン領域２１５およびｎ型領域２１６へ移動させる（ゲッタリング）。従って、半
導体層２０９のチャネル領域２１７および半導体層２１０の真性領域２２１におけるニッ
ケル濃度は、それぞれ、ソース・ドレイン領域２１５およびｎ型領域２１６のニッケル濃
度よりも低くなる。
【０１１９】
　上記熱処理として、基板を一枚毎に高温雰囲気に移動し高温の窒素ガスを吹き付けるこ
とで高速昇降温を行う方式のＲＴＡ処理を行うことが好ましい。処理条件としては、２０
０℃／分を超える昇降温速度で昇降温を行い、例えば６５０℃で１０分の加熱処理を行な
った。なお、上記方式以外に、一般的な拡散炉（ファーネス炉）やランプ加熱方式のＲＴ
Ａを用いてもよい。
【０１２０】
　次いで、図６（Ｊ）に示すように、層間絶縁膜として、プラズマＣＶＤ法を用いて窒化
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ケイ素膜２２３および酸化ケイ素膜２２４をこの順で形成する。ここで、必要に応じて、
３００～５００℃で３０分～４時間程度の熱処理を行い、半導体層を水素化する工程を行
ってもよい。この工程は、活性領域／ゲート絶縁膜の界面へ水素原子を供給し、ＴＦＴ特
性を劣化させる不対結合手（ダングリングボンド）を終端化し不活性化する工程である。
例えば水素を約３％含む窒素雰囲気下で４１０℃、１時間の熱処理を行う。あるいは、プ
ラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）を行ってもよい。この後、図３
（Ｈ）を参照しながら前述したように、層間絶縁膜２２３、２２４にコンタクトホールを
形成し、電極・配線２２５、２２６を形成する。このようにして、薄膜トランジスタ２２
７と薄膜ダイオード２２８とを得る。必要に応じて、薄膜トランジスタ２２７および薄膜
ダイオード２２８上に保護膜を設けてもよい。
【０１２１】
　本実施形態でも、前述の実施形態と同様に、酸化ケイ素層２０７の厚さＤ（ｎｍ）は、
酸化ケイ素層２０７の屈折率をｎ、レーザー光の波長をλ（ｎｍ）とすると、Ｄ≦λ／（
４×ｎ）×０．５を満足するように設定されていることが好ましい。これにより、結晶質
ケイ素膜の領域２０５ｂ、２０５ｃの結晶状態を略同等に保ちつつ、表面粗さのみを異な
らせることが可能になる。本実施形態で用いた酸化ケイ素膜の屈折率ｎは１．４６であり
、レーザー光の波長λは３０８ｎｍなので、酸化ケイ素層２０７の厚さＤは２６ｎｍ以下
であることが好ましい。
【０１２２】
　本実施形態の半導体装置は、上記方法で形成されているので、薄膜ダイオード２２８の
半導体層２１０の表面粗さを薄膜トランジスタ２２７の半導体層２０９の表面粗さよりも
大きくすることができる。従って、例えば光センサーＴＦＤとして使用される薄膜ダイオ
ード２２８では、半導体層２１０の表面による反射が抑制され、光に対する感度が高まる
。その結果、明電流が増加し、ＳＮ比である明暗比が向上する。一方、薄膜トランジスタ
２２７の半導体層２０９の表面粗さは小さく抑えられているので、ゲート絶縁膜の耐圧特
性やゲートバイアスストレスに対する信頼性を高めることができ、電界効果移動度も向上
できる。このように、薄膜トランジスタ２２７の半導体層２０９および薄膜ダイオード２
２８の半導体層２１０の結晶性を大きく異ならせることなく、表面粗さのみを異ならせる
ことによって、それぞれの素子特性を最適化することができる。
【０１２３】
　さらに、本実施形態では、半導体層２０９、２１０は触媒元素を利用して結晶化された
結晶質半導体層である。このため、第１実施形態の半導体装置よりもトランジスタ特性を
高めることができる。従って、薄膜ダイオード２２８を用いて回路を形成する場合には、
回路部の集積化およびコンパクト化を実現できる。また、表示装置において、薄膜ダイオ
ード２２８を画素用のスイッチング素子として使用する場合には、画素部の開口率を改善
できる。
【０１２４】
　（第３実施形態）
　以下、図面を参照しながら、本発明による半導体装置の第３実施形態を説明する。本実
施形態の半導体装置は、第１実施形態の半導体装置（図１）と同様の構成を有する。ただ
し、遮光層のパターンを利用して製造プロセスをより簡略化している点で第１実施形態と
異なっている。
【０１２５】
　まず、図７（Ａ）に示すように、基板３０１上に遮光層３０２をパターン形成し、下地
膜として窒化ケイ素膜３０３と酸化ケイ素膜３０４とを形成する。続いて、非晶質ケイ素
膜３０５を形成する。形成方法は、図２（Ａ）を参照しながら前述した方法と同様である
。
【０１２６】
　続いて、図７（Ｂ）に示すように、非晶質ケイ素膜３０５の上に、例えばプラズマＣＶ
Ｄ法を用いて酸化ケイ素膜（厚さ：２０ｎｍ）３０６を堆積した後、フォトレジスト３０
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７を塗布する。次いで、フォトレジスト３０７に対して、基板３０１の裏面側から露光３
０８を行う。このとき、フォトレジスト３０７のうち遮光層３０２と重なる部分は露光さ
れない。
【０１２７】
　露光後、フォトレジスト３０７を現像すると、図７（Ｃ）に示すように、遮光層３０２
と同一のパターンを有するレジストマスク３０９が得られる。
【０１２８】
　続いて、図８（Ｄ）に示すように、レジストマスク３０９を用いて酸化ケイ素膜３０６
のパターニングを行うことにより、遮光層３０２と同一のパターンを有する島状の酸化ケ
イ素層３１０が得られる。この後、レジストマスク３０９を除去する。
【０１２９】
　次いで、図８（Ｅ）に示すように、酸化ケイ素層３１０の上方からレーザー光３１１を
照射する。このときのレーザー光３１１としては、波長３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレ
ーザー光を利用する。また、レーザー光３１１のビームサイズは、基板３０１表面で長尺
形状となるように成型されており、長尺方向に対して垂直方向に順次走査を行うことで、
基板全面の結晶化を行う。これにより、非晶質ケイ素膜３０５は結晶化され、結晶質ケイ
素膜が得られる。結晶質ケイ素膜のうち酸化ケイ素層３１０で覆われた領域３０５ｂでは
、酸化ケイ素層３１０で覆われていない領域３０５ａよりも表面粗さが大きくなる。なお
、領域３０５ｂおよび領域３０５ａの結晶性や結晶粒の大きさは略同等である。
【０１３０】
　前述の実施形態と同様に、レーザー光３１１を照射する前に、非晶質ケイ素膜３０５の
うち酸化ケイ素層３１０で覆われていない領域上の自然酸化膜を除去しておくことが好ま
しい。また、レーザー光３１１の照射は、窒素等の不活性雰囲気中で行うことが好ましい
。これにより、領域３０５ａの表面粗さをより低減することができる。
【０１３１】
　続いて、酸化ケイ素層３１０を除去した後、図８（Ｆ）に示すように、結晶質ケイ素膜
の領域３０５ａを用いて後のＴＦＴの活性領域となる半導体層３１２を形成し、領域３０
５ｂを用いて後のＴＦＤの活性領域となる半導体層３１３を形成する。
【０１３２】
　図示しないが、この後、第１実施形態の図３（Ｅ）～図３（Ｈ）を参照しながら前述し
た方法と同様の方法で、半導体層３１２、３１３を用いて、それぞれＴＦＴおよびＴＦＤ
を作製する。
【０１３３】
　本実施形態によると、第１実施形態と同様の効果が得られる。また、結晶質ケイ素膜の
表面粗さを部分的に異ならせるために利用する酸化膜（酸化ケイ素膜）３０６のパターニ
ングを、遮光層３０２のパターンを利用して裏面露光により行うので、製造工程を短縮で
きる。具体的には、第１実施形態の方法よりもフォトマスクの使用枚数を１枚減らすこと
ができる。従って、従来のプロセスと比べて、製造工程を大幅に増加することなく、本発
明の効果が得られる。
【０１３４】
　（第４実施形態）
　以下、本発明による第４実施形態を説明する。本実施形態の半導体装置の製造方法は、
レーザー照射により非晶質半導体膜全体を結晶化させた後、得られた結晶質半導体膜のう
ちＴＦＴの活性領域となる部分の表面のみを平坦化する点で、第１実施形態の製造方法と
異なっている。
【０１３５】
　本実施形態では、まず、１回目のレーザー照射によって、非晶質ケイ素膜を全面的に一
旦結晶化させて結晶質ケイ素膜を形成する。この時点では、結晶質ケイ素膜の表面全体に
亘って略均一にリッジが存在する。続いて、結晶質ケイ素膜のうちＴＦＤの活性領域とな
る部分上に酸化物層を設け、ＴＦＴの活性領域となる部分の表面のみにレーザー光を照射
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（２回目のレーザー照射）する。これにより、結晶質ケイ素膜のうちレーザー光によって
照射された部分の表面が平坦化される。２回目のレーザー照射工程は、照射前の結晶状態
を維持した状態で行われることが好ましい。これにより、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層
の結晶性を略同等に制御しつつ、これらの半導体層の表面粗さのみを異ならせることが可
能になる。また、２回目のレーザー照射によって結晶質ケイ素膜の表面を平坦化するので
、第１実施形態におけるＴＦＴの半導体層よりも表面粗さの小さい半導体層を形成できる
。従って、ＴＦＴの電界効果移動度をさらに向上でき、かつ、信頼性も高めることができ
る。
【０１３６】
　本実施形態の製造方法の一例を、図面を参照しながら具体的に説明する。
【０１３７】
　まず、図９（Ａ）に示すように、基板４０１上に、遮光層４０２を形成した後、下地膜
として窒化ケイ素膜４０３および酸化ケイ素膜４０４を形成する。続いて、非晶質半導体
膜（ここでは非晶質ケイ素膜）４０５を形成する。形成方法は、図２（Ａ）を参照しなが
ら前述した方法と同様である。
【０１３８】
　次いで、基板４０１の上方から、レーザー光４０６を照射して、非晶質ケイ素膜４０５
を結晶化し、結晶質ケイ素膜４０５ａを得る（１回目のレーザー照射）。図示するように
、結晶質ケイ素膜４０５ａの表面には、非晶質ケイ素膜４０５が溶融固化する過程で生じ
たリッジが存在する。
【０１３９】
　レーザー光４０６を照射する前に、非晶質ケイ素膜４０５の表面をオゾン水等で薄膜酸
化することが好ましい。これにより、表面粗さがより大きく、かつ、結晶性が良好な（例
えば結晶粒径が大きい）結晶質ケイ素膜４０５ａを得ることができる。薄膜酸化処理は、
オゾン水を用いて非晶質ケイ素膜４０５の表面を洗浄する程度でもよい。また、レーザー
光４０６の照射は、酸素を含む雰囲気で行うことが好ましい、これにより、結晶質半導体
膜４０５ａの結晶性をより高める（結晶粒径をより大きくする）ことができる。
【０１４０】
　続いて、図９（Ｃ）に示すように、結晶質ケイ素膜４０５ａのうちＴＦＤの活性領域と
なる部分上に島状の酸化物層（酸化ケイ素層）４０７を形成する。酸化ケイ素層４０７の
形成は、図２（Ｂ）を参照しながら前述した方法と同様の方法で、酸化ケイ素膜を堆積し
、これをパターニングすることによって行う。なお、酸化ケイ素膜のパターニングは、図
７（Ｂ）～図８（Ｄ）を参照しながら前述した方法と同様に、遮光層４０２のパターンを
利用した自己整合プロセスによって行ってもよい。酸化ケイ素層４０７の厚さは例えば２
０ｎｍとする。
【０１４１】
　この状態で、基板４０１の上方から、結晶質ケイ素膜４０５ａにレーザー光４０８を照
射する（２回目のレーザー照射）。これにより、結晶質ケイ素膜４０５ａのうち酸化ケイ
素層４０７で覆われていない領域４０５ｂは、表面粗さが低減され、平坦化される。一方
、酸化ケイ素層４０７で覆われた領域４０５ｃでは、１回目のレーザー照射後の表面粗さ
が維持される。あるいは、レーザー光４０８の照射エネルギーによっては、酸化ケイ素層
４０７は、第１実施形態における酸化物層と同様の効果を発揮するため、領域４０５ｃの
表面粗さをさらに増大させることができる。
【０１４２】
　本実施形態では、レーザー光４０８として、波長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレー
ザー光を利用する。また、レーザー光４０８のビームサイズは、基板４０１表面で長尺形
状となるように成型されており、長尺方向に対して垂直方向に順次走査を行うことで、基
板全面を照射する。また、本工程における平坦化を目的とするレーザー光４０８の照射エ
ネルギーは、結晶化を行うための１回目のレーザー照射の際の照射エネルギーと同等か、
それよりも大きくなるように設定される。これよりも低いと、十分な平坦化効果が得られ
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ない。しかし、逆に高すぎると、１回目のレーザー照射により得られた結晶性がリセット
されるため、１回目のレーザー照射の際の照射エネルギーに対して、＋０ｍＪ／ｃｍ2～
＋３０ｍＪ／ｃｍ2であることが好ましい。
【０１４３】
　なお、前述の実施形態と同様に、酸化ケイ素層４０７の厚さＤ（ｎｍ）は、酸化ケイ素
層４０７の屈折率をｎ、レーザー光の波長をλ（ｎｍ）とすると、Ｄ≦λ／（４×ｎ）×
０．５を満足するように設定されていることが好ましい。これにより、酸化ケイ素層４０
７の反射防止効果を抑え、２回目のレーザー照射による結晶性への影響を小さく抑えるこ
とができる。その結果、結晶質ケイ素膜の領域４０５ｂ、４０５ｃの結晶状態を略同等に
保ちつつ、表面粗さのみを異ならせることが可能になる。本実施形態で用いた酸化ケイ素
膜の屈折率ｎは１．４６であり、レーザー光の波長λは３０８ｎｍなので、厚さＤは２６
ｎｍ以下であることが好ましい。
【０１４４】
　２回目のレーザー光４０８を照射する前に、結晶質ケイ素膜４０５ａのうち酸化ケイ素
層４０７で覆われていない領域上の自然酸化膜を除去しておくことが好ましい。これによ
り、領域４０５ｂの表面粗さをより低減できる。また、２回目のレーザー光４０８の照射
を、窒素等の不活性雰囲気中で行うと、領域４０５ｂの表面粗さをより低減できるので好
ましい。
【０１４５】
　さらに、このときのレーザー光４０８のエネルギー密度は、結晶質ケイ素膜４０５ａの
結晶状態が完全にリセットされない範囲に設定されることが好ましい。これにより、領域
４０５ｂおよび領域４０５ｃの結晶性を略同等に、かつ、より高くできる。
【０１４６】
　次いで、酸化ケイ素層４０７を除去した後、図９（Ｄ）に示すように、結晶質ケイ素膜
を島状分離し、領域４０５ｂを用いて後のＴＦＴの活性領域となる半導体層４０９を形成
し、領域４０５ｃを用いて後のＴＦＤの活性領域となる半導体層４１０を形成する。
【０１４７】
　この後、図示しないが、第１実施形態の図３（Ｅ）～図３（Ｈ）を参照しながら前述し
た方法と同様の方法で、半導体層４０９、４１０とを用いて、それぞれＴＦＴおよびＴＦ
Ｄ（光センサーＴＦＤ）を作製する。
【０１４８】
　本実施形態によると、第１実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、光センサーＴ
ＦＤでは、半導体層４１０の表面による反射が抑制され、光に対する感度が高まる。その
結果、明電流が増加し、ＳＮ比である明暗比が向上する。ＴＦＴでは、半導体層４０９の
表面が平坦化されているので、ゲート絶縁膜の耐圧特性やゲートバイアスストレスに対す
る信頼性を高めることができ、電界効果移動度も向上できる。従って、ＴＦＴおよびＴＦ
Ｄの素子特性をそれぞれの要求に応じて最適化できる。
【０１４９】
　また、本実施形態では、第１実施形態と異なり、一旦、表面粗さが大きく、かつ、結晶
性に優れた結晶質ケイ素膜４０５ａを形成した後、必要な部分だけを平坦化する。この方
法によると、１回目のレーザー照射によって基板４０１全面にわたって均一かつ高い結晶
性を有する結晶質ケイ素膜４０５ａを形成し、この結晶質ケイ素膜４０５ａを用いてＴＦ
ＴおよびＴＦＤの半導体層４０９、４１０を得る。従って、これらの半導体層４０９、４
１０の結晶性を略同等に制御できる。さらに、結晶性および表面粗さの２つのパラメータ
を、プロセス的に別々の工程で制御することができるので、工程制御や品質管理を行いや
すいという利点もある。
【０１５０】
　このように、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層４０９、４１０の結晶状態を略同等に制御
しつつ、表面粗さのみを異ならせることができるので、ＴＦＴおよびＴＦＤの素子特性を
それぞれに要求される特性にさらに近づけることが可能になる。
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【０１５１】
　半導体層４０９、４１０の表面粗さは特に限定されないが、例えば厚さが５０ｎｍの非
晶質ケイ素膜を用いる場合、ＴＦＴの活性領域となる半導体層４０９の算術平均粗さＲａ
は１～３ｎｍ、最大高さＲｚは１０～２０ｎｍ、ＴＦＤの活性領域となる半導体層４１０
の算術平均粗さＲａは６～１０ｎｍ、最大高さＲｚは６０～１００ｎｍである。半導体層
４０９、４１０の表面粗さが上記範囲内のとき、半導体層４１０を用いて形成されたＴＦ
Ｄの光感度（明電流値）は、ＴＦＴと同等の表面粗さを有する半導体層を用いて形成され
た薄膜ダイオードの光感度よりも約１．５倍向上する。
【０１５２】
　（第５実施形態）
　以下、本発明による第５実施形態を説明する。本実施形態の半導体装置の製造方法は、
触媒元素を用いて結晶化させた結晶質半導体膜全体にレーザー光を照射して再結晶化させ
る点、および、再結晶化後の結晶質半導体膜のうちＴＦＴの活性領域となる部分の表面の
みを平坦化する点で、第２実施形態の製造方法と異なっている。
【０１５３】
　本実施形態では、非晶質ケイ素膜に触媒元素を用いて固相結晶化を行い、第１の結晶質
ケイ素膜を得た後、レーザー光を照射し（１回目のレーザー照射）、第１の結晶質ケイ素
膜の全体を一旦再結晶化させる。得られた第２の結晶質ケイ素膜は略均一な結晶性を有し
、かつ、その表面全体に亘ってリッジが形成されている。この後、第２の結晶質ケイ素膜
のうちＴＦＴの活性領域となる部分の表面のみにレーザー光を照射して平坦化する（２回
目のレーザー照射）。２回目のレーザー照射工程は、照射前の結晶状態を維持した状態で
行われることが好ましい。これにより、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層の結晶性を略同等
に制御しつつ、これらの半導体層の表面粗さのみを異ならせることが可能になる。また、
２回目のレーザー照射によって結晶質ケイ素膜の表面を平坦化するので、第２実施形態に
おけるＴＦＴの半導体層よりも表面粗さの小さい半導体層を形成できる。従って、ＴＦＴ
の電界効果移動度をさらに向上でき、かつ、信頼性も高めることができる。
【０１５４】
　本実施形態の製造方法の一例を、図面を参照しながら具体的に説明する。
【０１５５】
　まず、図１０（Ａ）に示すように、基板５０１上に遮光層５０２をパターン形成した後
、下地膜として、窒化ケイ素膜５０３および酸化ケイ素膜５０４を形成する。次いで、非
晶質半導体膜（非晶質ケイ素膜）５０５を形成し、その表面に触媒元素（ここではニッケ
ル）５０６を添加する。遮光層５０２、下地膜５０３、５０４、非晶質ケイ素膜５０５の
形成方法、およびニッケル５０６の添加方法は、図４（Ａ）を参照しながら前述した方法
と同様である。
【０１５６】
　次いで、図１０（Ｂ）に示すように、非晶質ケイ素膜５０５に対して加熱処理を行い、
ニッケル５０６を核として固相結晶成長させる。加熱処理は、図４（Ｂ）を参照しながら
前述した方法と同様の方法で行う。これにより、第１の結晶質ケイ素膜５０５ａを得る。
【０１５７】
　続いて、図１０（Ｃ）に示すように、基板５０１の上方から、第１の結晶質ケイ素膜５
０５ａにレーザー光５０７を照射する（１回目のレーザー照射）。これにより、第１の結
晶質ケイ素膜５０５ａは再結晶化され、より高品質な第２の結晶質ケイ素膜５０５ｂとな
る。第２の結晶質ケイ素膜５０５ｂの表面全体にはリッジ状の凹凸が存在する。レーザー
光５０７としては、例えば波長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレーザー光を用いること
ができる。レーザー光５０７のビームサイズは、基板５０１表面で長尺形状となるように
成型されており、長尺方向に対して垂直方向に順次走査を行うことにより、基板全面の再
結晶化を行うことができる。
【０１５８】
　レーザー光５０７を照射する前に、結晶質ケイ素膜５０５ａの表面をオゾン水等で薄膜
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酸化することが好ましい。これにより、表面粗さが大きく、かつ、より高い結晶性を有す
る（例えば結晶粒径が大きい）結晶質ケイ素膜５０５ｂを得ることができる。薄膜酸化処
理は、オゾン水を用いて結晶質ケイ素膜５０５ａの表面を洗浄する程度でもよい。また、
レーザー光５０７の照射は、酸素を含む雰囲気中で行うことが好ましい、これにより、結
晶質半導体膜５０５ｂの結晶性をより高める（結晶粒径をより大きくする）ことができる
。
【０１５９】
　この後、図１１（Ｄ）に示すように、第２の結晶質ケイ素膜５０５ｂのうちＴＦＤの活
性領域となる領域上に島状の酸化物層（ここでは酸化ケイ素層）５０８を形成する。酸化
ケイ素層５０８の厚さＤは２０ｎｍとする。酸化ケイ素層５０８の形成は、図２（Ｂ）を
参照しながら前述した方法と同様の方法で、酸化ケイ素膜を堆積し、これをパターニング
することによって行う。なお、酸化ケイ素膜のパターニングは、図７（Ｂ）～図８（Ｄ）
を参照しながら前述した方法と同様に、遮光層５０２のパターンを利用した自己整合プロ
セスによって行ってもよい。
【０１６０】
　この状態で、基板５０１の上方から、結晶質ケイ素膜５０５ｂにレーザー光５０９を照
射する（２回目のレーザー照射）。これにより、結晶質ケイ素膜５０５ｂのうち酸化ケイ
素層５０８で覆われていない領域５０５ｃでは、表面粗さが低減され、平坦化される。一
方、酸化ケイ素層５０８で覆われた領域５０５ｄでは、１回目のレーザー照射後の表面粗
さが維持されるか、あるいは、レーザー光５０９の照射エネルギーによっては、表面粗さ
がさらに大きくなる。
【０１６１】
　本工程における平坦化を目的とするレーザー光５０９の照射エネルギーは、１回目のレ
ーザー照射の際の照射エネルギーと同等か、それよりも大きくなるように設定される。こ
れよりも低いと、十分な平坦化効果が得られない。しかし、逆に高すぎると、１回目のレ
ーザー照射により得られた結晶性がリセットされるため、１回目のレーザー照射の際の照
射エネルギーに対して、＋０ｍＪ／ｃｍ2～＋３０ｍＪ／ｃｍ2であることが好ましい。
【０１６２】
　本実施形態では、レーザー光５０９として、波長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレー
ザー光を利用する。また、レーザー光５０９のビームサイズは、基板５０１表面で長尺形
状となるように成型されており、長尺方向に対して垂直方向に順次走査を行うことで、基
板全面を照射する。
【０１６３】
　なお、前述の実施形態と同様に、酸化ケイ素層５０８の厚さＤ（ｎｍ）、酸化ケイ素層
５０８の屈折率ｎおよびレーザー光の波長λ（ｎｍ）がＤ≦λ／（４×ｎ）×０．５を満
足するように、厚さＤを設定することが好ましい。これにより、酸化ケイ素層５０８の反
射防止効果を抑え、２回目のレーザー照射による結晶性への影響を小さく抑えることがで
きる。その結果、結晶質ケイ素膜の領域５０５ｃ、５０５ｄの結晶状態を略同等に保ちつ
つ、表面粗さのみを異ならせることが可能になる。本実施形態で用いた酸化ケイ素膜の屈
折率ｎは１．４６であり、レーザー光の波長λは３０８ｎｍなので、厚さＤは２６ｎｍ以
下であることが好ましい。
【０１６４】
　２回目のレーザー光５０９を照射する前に、結晶質ケイ素膜５０５ｂのうち酸化ケイ素
層５０８で覆われていない領域上の自然酸化膜を除去しておくことが好ましい。これによ
り、領域５０５ｃの表面粗さをより低減できる。また、２回目のレーザー光５０９の照射
を、窒素等の不活性雰囲気中で行うと、領域５０５ｃの表面粗さをより低減できるので好
ましい。
【０１６５】
　さらに、このときのレーザー光５０９のエネルギー密度は、結晶質ケイ素膜５０５ｂの
結晶状態が完全にリセットされない範囲に設定されることが好ましい。これにより、領域
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５０５ｃおよび領域５０５ｄの結晶性を略同等に、かつ、より高くできる。
【０１６６】
　酸化ケイ素層５０８を除去した後、図１１（Ｅ）に示すように、結晶質ケイ素膜を島状
分離し、領域５０５ｃを用いて後のＴＦＴの活性領域となる半導体層５１０を形成し、領
域５０５ｄを用いて後のＴＦＤの活性領域となる半導体層５１１を形成する。
【０１６７】
　この後、図示しないが、第２実施形態における図５（Ｆ）～図６（Ｊ）を参照しながら
前述した方法と同様の方法で、半導体層５１０、５１１とを用いて、それぞれＴＦＴおよ
びＴＦＤ（光センサーＴＦＤ）を作製する。
【０１６８】
　本実施形態によると、第２実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、光センサーＴ
ＦＤでは、半導体層５１１の表面による反射が抑制され、光に対する感度が高まる。その
結果、明電流が増加し、ＳＮ比である明暗比が向上する。ＴＦＴでは、半導体層５１０の
表面が平坦化されているので、ゲート絶縁膜の耐圧特性やゲートバイアスストレスに対す
る信頼性を高めることができ、電界効果移動度も向上できる。従って、ＴＦＴおよびＴＦ
Ｄの素子特性をそれぞれの要求に応じて最適化できる。さらに、半導体層５１０、５１１
は触媒元素を利用して結晶化された結晶質半導体層である。このため、第１実施形態の半
導体装置よりもトランジスタ特性を高めることができる。従って、本実施形態におけるＴ
ＦＴを用いて回路を形成する場合には、回路部の集積化およびコンパクト化を実現できる
。また、表示装置において、本実施形態におけるＴＦＴを画素用のスイッチング素子とし
て使用する場合には、画素部の開口率を改善できる。
【０１６９】
　また、本実施形態では、第２実施形態と異なり、一旦、リッジによる表面粗さが大きく
、かつ、結晶性に優れた結晶質ケイ素膜５０５ｂを形成した後、必要な部分だけを平坦化
する。この方法によると、１回目のレーザー照射によって基板５０１全面にわたって均一
な結晶性を有する結晶質ケイ素膜５０５ｂを形成し、この結晶質ケイ素膜５０５ｂを用い
てＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層５１０、５１１を得る。従って、これらの半導体層５１
０、５１１の結晶性を略同等に制御できる。さらに、結晶性および表面粗さの２つのパラ
メータを、プロセス的に別々の工程で制御することができるので、工程制御や品質管理を
行いやすいという利点もある。
【０１７０】
　このように、ＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層５１０、５１１の結晶状態を略同等に制御
しつつ、表面粗さのみを異ならせることができるので、ＴＦＴおよびＴＦＤの素子特性を
それぞれに要求される特性にさらに近づけることが可能になる。
【０１７１】
　（第６実施形態）
　以下、本発明による半導体装置の第６実施形態を説明する。前述の第１～第５実施形態
では、本発明の基本形態をわかりやすく説明するために、Ｎチャネル型ＴＦＴと光センサ
ーＴＦＤとを同一基板上に形成する方法を例に、最もシンプルな構造の半導体装置の製造
方法を説明した。ここでは、導電型や構成の異なる複数のＴＦＴやＴＦＤを同一基板上に
備え、光センサー部と表示部とを有する電子機器に適用可能な半導体装置の製造方法を説
明する。
【０１７２】
　本実施形態の半導体装置は、光センサー機能を有する表示装置のアクティブマトリクス
基板であり、複数のＴＦＴを含む回路部と、複数の画素を含む画素部（表示領域ともいう
）と、光センサーＴＦＤを含む光センサー部とを同一基板上に備える。
【０１７３】
　回路部は、Ｎチャネル型ＴＦＴおよびＰチャネル型ＴＦＴを含む。本実施形態では、Ｎ
チャネル型ＴＦＴとして、ホットキャリア劣化に対する信頼性の高いＧＯＬＤ（Ｇａｔｅ
　ｏｖｅｒｌａｐｐｅｄ　ＬＤＤ）構造のＴＦＴを用いる。Ｐチャネル型ＴＦＴとしては
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、ＬＤＤ領域を有さない、いわゆるシングルドレイン構造のＴＦＴを用いる。
【０１７４】
　画素部は、各画素に設けられ、スイッチング素子として機能するＴＦＴ（画素ＴＦＴ）
とそれに接続された補助容量とを含む。画素ＴＦＴとしては、オフ電流を低減するために
、ゲート電極よりもソース・ドレイン領域側にオフセットして設けられたＬＤＤ領域を有
するＬＤＤ構造のＴＦＴを用いる。また、ソース・ドレイン間に加わる電圧を分散させ、
オフ電流をより効果的に抑制するためには、１つの半導体層に対して、２つのゲート電極
を直列に配置する構造（デュアルゲート構造）を有することが好ましい。
【０１７５】
　本実施形態では、同一の非晶質半導体膜を結晶化して得られた結晶質半導体膜を用いて
、上記のＴＦＴおよびＴＦＤの半導体層（活性領域）を形成している。また、非晶質半導
体膜の結晶化工程あるいは結晶質半導体膜の平坦化工程において、結晶質半導体膜のうち
光センサーＴＦＤの半導体層となる領域の表面粗さを他の領域よりも大きくする。従って
、Ｎチャネル型ＴＦＴの半導体層、Ｐチャネル型ＴＦＴの半導体層、画素ＴＦＴの半導体
層及び補助容量部の下部電極となる半導体層の表面粗さは、何れも光センサーＴＦＤの半
導体層の表面粗さよりも小さい。
【０１７６】
　表面粗さの異なる半導体層の形成には、前述の第１～第５実施形態の方法の何れかを適
用することができる。以下、一例として、第４実施形態の方法（図９）を適用して上記半
導体装置を製造する方法を具体的に説明する。
【０１７７】
　まず、図１２（Ａ）に示すように、基板６０１上に遮光層６０２をパターン形成した後
、下地膜として、窒化ケイ素膜６０３と酸化ケイ素膜６０４とを形成する。次いで、非晶
質半導体膜（非晶質ケイ素膜）６０５を形成する。これらの膜の形成方法は、図２（Ａ）
を参照しながら前述した方法と同様である。
【０１７８】
　続いて、図１２（Ｂ）に示すように、基板６０１の上方から、非晶質ケイ素膜６０５に
レーザー光６０６を照射して結晶化させ、結晶質ケイ素膜６０５ａを得る（１回目のレー
ザー照射）。図示するように、結晶質ケイ素膜６０５ａの表面には、リッジ状の表面凹凸
が均一に形成されている。１回目のレーザー照射の方法および条件は、第４実施形態（図
９（Ｂ））で説明した方法および条件と同様である。
【０１７９】
　本実施形態でも、第４実施形態と同様に、レーザー光６０６を照射する前に、非晶質ケ
イ素膜６０５の表面をオゾン水等で薄膜酸化することが好ましい。また、レーザー光６０
６の照射を酸素を含む雰囲気中で行うことが好ましい。これにより、結晶質ケイ素膜６０
５ａの結晶性をより高める（結晶粒径を大きくする）ことができる。
【０１８０】
　次いで、図１２（Ｃ）に示すように、結晶質ケイ素膜６０５ａのうちＴＦＤの活性領域
となる部分上のみに島状の酸化物層（ここでは酸化ケイ素層）６０７を形成する。ここで
は、基板６０１全面に酸化ケイ素膜を形成し、これをパターニングすることにより酸化ケ
イ素層６０７を形成する。酸化ケイ素膜のパターニングは、図７（Ｂ）～図８（Ｄ）を参
照しながら前述した方法と同様に、遮光層６０２のパターンを利用した裏面露光を用いて
行ってもよい。酸化ケイ素層６０７の厚さは例えば２０ｎｍとする。
【０１８１】
　この状態で、基板６０１の上方から結晶質ケイ素膜６０５ａにレーザー光６０８を照射
する（２回目のレーザー照射）。これにより、結晶質ケイ素膜６０５ａのうち酸化ケイ素
層６０７で覆われていない部分では、表面粗さが低減（平坦化）された領域６０５ｂが形
成される。一方、酸化ケイ素層６０７で覆われた部分では、１回目のレーザー照射後の表
面粗さが維持されるか、あるいは、レーザー光６０８の照射エネルギーによっては、表面
粗さがさらに大きくなり、領域６０５ｂよりも表面粗さの大きい領域６０５ｃが形成され
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る。
【０１８２】
　本実施形態では、レーザー光６０８として、波長が３０８ｎｍのＸｅＣｌエキシマレー
ザー光を利用する。また、レーザー光６０８のビームサイズは、基板６０１表面で長尺形
状となるように成型されており、長尺方向に対して垂直方向に順次走査を行うことで、基
板全面を照射する。
【０１８３】
　前述した第４実施形態と同様に、２回目のレーザー光６０８を照射する前に、結晶質ケ
イ素膜６０５ａのうち酸化ケイ素層６０７で覆われていない領域上の自然酸化膜を除去し
ておくことが好ましい。これにより、領域６０５ｂの表面粗さをより低減できる。また、
２回目のレーザー光６０８の照射を窒素等の不活性雰囲気中で行うと、領域６０５ｂの表
面粗さをより低減できるので好ましい。
【０１８４】
　次いで、酸化ケイ素層６０７を除去した後、図１３（Ｄ）に示すように、結晶質ケイ素
膜のうち領域６０５ｂを用いて、後のＮチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０
９ｎと、後のＰチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０９ｐと、後の画素ＴＦＴ
の活性領域となる半導体層と補助容量の下部電極となる半導体層６０９ｇとを形成する。
また、領域６０５ｃを用いて、後の光センサーＴＦＤの活性領域となる半導体層６０９ｄ
を形成する。
【０１８５】
　続いて、図１３（Ｅ）に示すように、これらの半導体層６０９ｎ、６０９ｐ、６０９ｇ
、６０９ｄを覆うようにゲート絶縁膜６１０を形成する。この後、ゲート絶縁膜６１０上
に、フォトレジストによるドーピングマスク６１１ｎ、６１１ｐ、６１１ｇ、６１１ｄを
形成する。ドーピングマスク６１１ｎは、半導体層６０９ｎのうちチャネル領域となる部
分を覆うように配置される。ドーピングマスク６１１ｇは、半導体層６０９ｇのうち補助
容量となる部分以外を覆うように配置される。ドーピングマスク６１１ｐ、６１１ｄは、
それぞれ、半導体層６０９ｐ、６０９ｄの全体を覆うように配置される。
【０１８６】
　この状態で、半導体層６０９ｎ、６０９ｇのうちドーピングマスク６１１ｎ、６１１ｇ
で覆われていない部分に第１の低濃度ｎ型不純物（リン）６１２をドーピングする。ドー
ピングガスとして、フォスフィン（ＰＨ3）を用い、加速電圧を６０～９０ｋＶ、例えば
７０ｋＶ、ドーズ量を１×１０12～１×１０14ｃｍ-2、例えば２×１０13ｃｍ-2とする。
これにより、Ｎチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０９ｎの一部（ソース・ド
レイン領域およびＬＤＤ領域となる部分）に第１の低濃度ｎ型領域６１３ｎが形成される
。また、画素ＴＦＴの活性領域および補助容量となる半導体層６０９ｇの一部（補助容量
となる部分）に第１の低濃度ｎ型領域６１３ｇが形成される。それ以外の領域には低濃度
のリン６１２は注入されない。
【０１８７】
　続いて、ドーピングマスク６１１ｎ、６１１ｐ、６１１ｇ、６１１ｄを除去した後、図
１３（Ｆ）に示すように、半導体層６０９ｎ、６０９ｐ上に、それぞれ、ゲート電極６１
４ｎ、６１４ｐを形成するとともに、半導体層６０９ｇ上に、２つのゲート電極６１４ｇ
と、補助容量部の上部電極６１４ｓとを形成する。この後、ＴＦＤの半導体層６０９ｄの
全体を覆うようにレジストマスク６１５を設ける。
【０１８８】
　ゲート電極６１４ｎは、半導体層６０９ｎのうちチャネル領域となる部分と、その両側
の低濃度ｎ型領域６１３ｎの一部と重なるように配置される。ゲート電極６１４ｐは、半
導体層６０９ｐのうちチャネル領域となる部分と重なるように配置される。ゲート電極６
１４ｇは、半導体層６０９ｇのうちチャネル領域となる２つの部分とそれぞれ重なるよう
に配置される。
【０１８９】
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　この状態で、半導体層６０９ｎ、６０９ｐ、６０９ｇに第２のｎ型不純物（リン）６１
６を低濃度でドーピングする。ドーピングガスとして、フォスフィン（ＰＨ3）を用い、
加速電圧を６０～９０ｋＶ、例えば７０ｋＶ、ドーズ量を１×１０12～１×１０14ｃｍ-2

、例えば２×１０13ｃｍ-2とする。これにより、これらの半導体層６０９ｎ、６０９ｐ、
６０９ｇのうちゲート電極６１４ｎ、６１４ｐ、６１４ｇおよび上部電極６１４ｓで覆わ
れていない部分に、それぞれ、第２の低濃度ｎ型領域６１７ｎ、６１７ｐ、６１７ｇが形
成される。
【０１９０】
　レジストマスク６１５を除去した後、図１４（Ｇ）に示すように、半導体層６０９ｐ、
６０９ｇ、６０９ｄ上に、それぞれ、新たにレジストマスク６１８ｐ、６１８ｇ、６１８
ｄを形成する。レジストマスク６１８ｐは、半導体層６０９ｐの全体を覆うように形成さ
れる。レジストマスク６１８ｇは、半導体層６０９ｇ上の各ゲート電極６１４ｇ、および
、第２の低濃度ｎ型領域６１７ｇのうち各ゲート電極６１４ｇの両端に位置する部分を覆
うように配置される。レジストマスク６１８ｄは、半導体層６０９ｄのうちｎ型領域とな
る部分以外を覆うように配置される。
【０１９１】
　この状態で、ｎ型不純物（リン）６１９を高濃度でドーピングする。ドーピングガスと
して、フォスフィン（ＰＨ3）を用い、加速電圧を６０～９０ｋＶ、例えば７０ｋＶ、ド
ーズ量を１×１０15～１×１０16ｃｍ-2、例えば５×１０15ｃｍ-2とする。これにより、
Ｎチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０９ｎのうちゲート電極６１４ｎで覆わ
れていない部分にソース・ドレイン領域６２０ｎが形成され、第２の低濃度ｎ型領域のう
ちゲート電極６１４ｎで覆われてリン６１９が注入されなかった部分はＧＯＬＤ領域６２
１ｎとなる。ＧＯＬＤ領域６２１ｎに挟まれ、リンもホウ素も注入されていない部分はチ
ャネル領域６２６ｎとなる。また、Ｐチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０９
ｐにはリン６１９は注入されない。一方、画素ＴＦＴの活性領域および補助容量となる半
導体層６０９ｇのうちレジストマスク６１８ｇで覆われておらず、高濃度でリン６１９が
注入された部分は、ソース・ドレイン領域６２０ｇとなる。第２の低濃度ｎ型領域のうち
レジストマスク６１８ｇで覆われてリン６１９が注入されなかった部分はＬＤＤ領域６２
２ｇとなる。また、半導体層６０９ｇのうちゲート電極６１４ｇで覆われた部分はチャネ
ル領域６２６ｇとなり、上部電極６１４ｓで覆われた部分は第１の低濃度ｎ型領域として
残り、補助容量の下部電極６２１ｇとなる。さらに、ＴＦＤの活性領域となる半導体層６
０９ｄのうちレジストマスク６１８ｄで覆われていない部分にはｎ型領域６２０ｄが形成
される。
【０１９２】
　なお、本明細書では、ゲート電極によってオーバーラップされたＬＤＤ領域を「ＧＯＬ
Ｄ領域」と呼び、ゲート電極によってオーバーラップされていない（オフセットされてい
る）ＬＤＤ領域（単に「ＬＤＤ領域」と呼ぶ）と区別する。
【０１９３】
　この後、レジストマスク６１８ｐ、６１８ｇ、６１８ｄを除去し、図１４（Ｈ）に示す
ように、半導体層６０９ｎ、６０９ｇ、６０９ｄ上に、それぞれ、新たにレジストマスク
６２３ｎ、６２３ｇ、６２３ｄを形成する。レジストマスク６２３ｎ、６２３ｇは、半導
体層６０９ｎ、６０９ｇの全体を覆うように形成される。レジストマスク６２３ｄは、半
導体層６０９ｄのうちｐ型領域となる部分以外を覆うように配置される。
【０１９４】
　この状態で、ｐ型不純物（ホウ素）６２４を高濃度でドーピングする。ドーピングガス
として、ジボラン（Ｂ2Ｈ6）を用い、加速電圧を４０ｋＶ～９０ｋＶ、例えば７５ｋＶと
し、ドーズ量は１×１０15～１×１０16ｃｍ-2、例えば３×１０15ｃｍ-2とする。これに
より、Ｐチャネル型ＴＦＴの活性領域となる半導体層６０９ｐでは、ゲート電極６１４ｐ
で覆われていない部分にソース・ドレイン領域６２５ｐが形成される。半導体層６０９ｐ
のうちゲート電極６１４ｐで覆われており、ホウ素６２４が注入されなかった部分はチャ
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ネル領域６２６ｐとなる。半導体層６０９ｎ、６０９ｇには、高濃度のホウ素６２４は注
入されない。ＴＦＤの半導体層６０９ｄでは、一部に高濃度のホウ素６２４が注入され、
ｐ型領域６２５ｄが形成される。半導体層６０９ｄのうちリンもホウ素も注入されていな
い部分は真性領域６２６ｄとなる。
【０１９５】
　次いで、レジストマスク６２３ｎ、６２３ｇ、６２３ｄを除去した後、各半導体層に注
入された不純物（リン、ホウ素）を活性化させるための熱処理を施す。活性化処理の方法
および条件は、例えば第１実施形態（図３（Ｇ））で説明した方法および条件と同様であ
ってもよい。
【０１９６】
　続いて、図１４（Ｉ）に示すように、層間絶縁膜として、窒化ケイ素膜６２７および酸
化ケイ素膜６２８をこの順で形成する。必要であれば、水素化のための熱処理を行っても
よい。この後、図３（Ｈ）を参照しながら前述した方法と同様の方法で、層間絶縁膜６２
７、６２８にコンタクトホールを形成し、電極・配線６２９ｎ、６２９ｐ、６２９ｇ、６
２９ｄを形成する。
【０１９７】
　このようにして、ｎチャネル型薄膜トランジスタ６３０、ｐチャネル型薄膜トランジス
タ６３１、画素用の薄膜トランジスタ６３２、補助容量６３３、および薄膜ダイオード６
３４が得られる。なお、回路を構成する薄膜トランジスタ６３０、６３１のゲート電極上
にもコンタクトホールを設けて、基板上の他のＴＦＴのソース・ドレイン領域またはゲー
ト電極と、ソース・ドレイン配線を利用して接続してもよい。また、必要に応じて、これ
らの素子の上に保護膜を設けてもよい。
【０１９８】
　本実施形態によると、前述した実施形態と同様に、薄膜ダイオード６３４の半導体層の
表面粗さを薄膜トランジスタ６３０～６３２の半導体層の表面粗さよりも大きくできる。
従って、薄膜ダイオード６３４では、光に対する感度を高くでき、ＳＮ比を向上できる。
薄膜トランジスタ６３０～６３２では、信頼性を高めるとともに、電界効果移動度を向上
できる。
【０１９９】
　また、補助容量６３３の下部電極６２１ｇを構成する半導体層の表面粗さが小さく抑え
られているので、容量部の耐圧特性を向上でき、その結果、容量のリークに起因する不良
率の低減を図ることができる。
【０２００】
　さらに、各半導体層の結晶性をほぼ同等に保ったまま、表面粗さのみを異ならせること
が可能になるので、薄膜トランジスタ６３０～６３２および薄膜ダイオード６３４の素子
特性を、それぞれの用途に応じて最適化することができる。
【０２０１】
　本実施形態における半導体層６０９ｎ、６０９ｐ、６０９ｇ、６０９ｄの表面粗さは特
に限定されないが、例えば厚さが５０ｎｍの非晶質ケイ素膜を用いる場合、ＴＦＴの活性
領域および容量部となる半導体層６０９ｎ、６０９ｐ、６０９ｇの算術平均粗さＲａは１
～３ｎｍ、最大高さＲｚは１０～２０ｎｍ、ＴＦＤの活性領域となる半導体層６０９ｄの
算術平均粗さＲａは６～１０ｎｍ、最大高さＲｚは６０～１００ｎｍである。これらの半
導体層の表面粗さが上記範囲内のとき、半導体層６０９ｄを用いて形成された薄膜ダイオ
ード６３４の光感度（明電流値）は、薄膜トランジスタ６３０～６３２と同等の表面粗さ
を有する半導体層を用いて形成された薄膜ダイオードの光感度よりも約１．５倍向上する
。
【０２０２】
　上記方法のように、薄膜トランジスタ６３０～６３２のソース・ドレイン領域を形成す
るためのドーピング工程と、薄膜ダイオード６３４のｎ型またはｐ型領域を形成するため
のドーピング工程とを同時に行うと、製造工程をより簡略化できるので好ましい。特に、
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本実施形態のように、ｐチャネル型およびｎチャネル型の薄膜トランジスタ６３０、６３
１を同時に形成する場合（ＣＭＯＳ構成のＴＦＴ）、薄膜ダイオード６３４および薄膜ト
ランジスタ６３０に対するｎ型不純物のドーピング工程を同時に行い、かつ、薄膜ダイオ
ード６３４および薄膜トランジスタ６３１に対するｐ型不純物のドーピング工程を同時に
行うことができるので、より有利である。
【０２０３】
　（第７実施形態）
　本実施形態では、センサー機能を備えた表示装置を説明する。これらの表示装置は、上
述した何れかの実施形態の半導体装置を用いて構成されている。
【０２０４】
　本実施形態のセンサー機能を備えた表示装置は、例えば、タッチセンサー付きの液晶表
示装置であり、表示領域と、表示領域の周辺に位置する額縁領域とを有している。表示領
域は、複数の表示部（画素）と、複数の光センサー部とを有している。各表示部は、画素
電極と、画素スイッチング用ＴＦＴとを含んでおり、各光センサー部はＴＦＤを含んでい
る。額縁領域には、各表示部を駆動するための表示用の駆動回路が設けられており、駆動
回路には駆動回路用ＴＦＴが利用されている。画素スイッチング用ＴＦＴおよび駆動回路
用ＴＦＴと、光センサー部のＴＦＤとは、第１～第６実施形態で説明したような方法によ
り、同一基板上に形成されている。なお、本発明の表示装置では、表示装置に使用される
ＴＦＴのうち少なくとも画素スイッチング用ＴＦＴが、上記方法により、光センサー部の
ＴＦＤと同一基板上に形成されていればよく、例えば駆動回路は、他の基板上に別途設け
てもよい。
【０２０５】
　本実施形態では、光センサー部は、対応する表示部（例えば原色の画素）に隣接して配
置されている。１つの表示部に対して１つの光センサー部を配置してもよいし、複数の光
センサー部を配置してもよい。または、複数の表示部のセットに対して光センサー部を１
個ずつ配置してもよい。例えば、３つの原色（ＲＧＢ）の画素からなるカラー表示画素に
対して、１個の光センサー部を設けることができる。このように、表示部の数に対する光
センサー部の数は（密度）は、分解能に応じて適宜選択できる。
【０２０６】
　光センサー部の観察者側にカラーフィルターが設けられていると、光センサー部を構成
するＴＦＤの感度が低下するおそれがあるため、光センサー部の観察者側にはカラーフィ
ルターが設けられていないことが好ましい。
【０２０７】
　なお、本実施形態の表示装置の構成は、上記に限定されない。例えば、光センサー用の
ＴＦＤを額縁領域に配置して、外光の照度に応じて表示の明るさを制御するアンビニエン
トライトセンサーが付加された表示装置を構成することもできる。また、光センサー部の
観察者側にカラーフィルターを配置して、カラーフィルターを介した光を光センサー部で
受光することにより、光センサー部をカラーイメージセンサーとして機能させることもで
きる。
【０２０８】
　以下、図面を参照しながら、本実施形態の表示装置の構成を、タッチパネルセンサーを
備えたタッチパネル液晶表示装置を例に説明する。
【０２０９】
　図１５は、表示領域に配置される光センサー部の構成の一例を示す回路図である。光セ
ンサー部は、光センサー用薄膜ダイオード７０１と、信号蓄積用のコンデンサー７０２と
、コンデンサー７０２に蓄積された信号を取り出すための薄膜トランジスタ７０３とを有
する。ＲＳＴ信号が入り、ノード７０４にＲＳＴ電位が書き込まれた後、光によるリーク
でノード７０４の電位が低下すると、薄膜トランジスタ７０３のゲート電位が変動してＴ
ＦＴゲートが開閉する。これにより、信号ＶＤＤを取り出すことができる。
【０２１０】
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　図１６は、アクティブマトリクス方式のタッチパネル液晶表示装置の一例を示す模式的
な断面図である。この例では、各画素に対して光センサー部を含む光タッチセンサー部が
１個ずつ配置されている。
【０２１１】
　図示する液晶表示装置は、液晶モジュール８０２と、液晶モジュール８０２の背面側に
配置されたバックライト８０１とを備えている。ここでは図示していないが、液晶モジュ
ール８０２は、例えば、光透性を有する背面基板と、背面基板に対向するように配置され
た前面基板と、これらの基板の間に設けられる液晶層とによって構成される。液晶モジュ
ール８０２は、複数の表示部（原色の画素）を有しており、各表示部は、画素電極（図示
せず）と、画素電極に接続された画素スイッチング用薄膜トランジスタ８０５とを有して
いる。また、各表示部に隣接して、薄膜ダイオード８０６を含む光タッチセンサー部が配
置されている。図示していないが、各表示部の観察者側にはカラーフィルターが配置され
ているが、光タッチセンサー部の観察者側にはカラーフィルターが設けられていない。薄
膜ダイオード８０６およびバックライト８０１の間には遮光層８０７が配置されており、
バックライト８０１からの光は遮光層８０７により遮光されて薄膜ダイオード８０６には
入らず、外光８０４のみが薄膜ダイオード８０６に入射する。この外光８０４の入射を薄
膜ダイオード８０６でセンシングし、光センシング方式のタッチパネルが実現される。な
お、遮光層８０７は、少なくとも、バックライト８０１の光が、薄膜ダイオード８０６の
うち真性領域に入らないように配置されていればよい。
【０２１２】
　図１７は、アクティブマトリクス方式のタッチパネル液晶表示装置における背面基板の
一例を示す模式的な平面図である。本実施形態の液晶表示装置は、多数の画素（Ｒ、Ｇ、
Ｂ画素）から構成されるが、ここでは、簡略化のため２画素分のみを示す。
【０２１３】
　背面基板１０００は、それぞれが、画素電極２２および画素スイッチング用薄膜トラン
ジスタ２４を有する複数の表示部（画素）と、各表示部に隣接して配置され、光センサー
フォトダイオード２６、信号蓄積用のコンデンサー２８および光センサー用フォロアー（
ｆｏｌｌｏｗｅｒ）薄膜トランジスタ２９を含む光タッチセンサー部とを備えている。
【０２１４】
　薄膜トランジスタ２４は、例えば第３実施形態で説明したＴＦＴと同様の構成、すなわ
ち２つのゲート電極およびＬＤＤ領域を有するデュアルゲートＬＤＤ構造を有している。
薄膜トランジスタ２４のソース領域は画素用ソースバスライン３４に接続され、ドレイン
領域は画素電極２２に接続されている。薄膜トランジスタ２４は、画素用ゲートバスライ
ン３２からの信号によってオンオフされる。これにより、画素電極２２と、背面基板１０
００に対向して配置された前面基板に形成された対向電極とによって液晶層に電圧を印加
し、液晶層の配向状態を変化させることによって表示を行う。
【０２１５】
　一方、光センサーフォトダイオード２６は、例えば第３実施形態で説明したＴＦＤと同
様の構成を有し、ｐ+型領域２６ｐ、ｎ+型領域２６ｎ、およびそれらの領域２６ｐ、２６
ｎの間に位置する真性領域２６ｉとを備えている。信号蓄積用のコンデンサー２８は、ゲ
ート電極層とＳｉ層とを電極とし、ゲート絶縁膜で容量を形成している。光センサーフォ
トダイオード２６におけるｐ+型領域２６ｐは、光センサー用ＲＳＴ信号ライン３６に接
続され、ｎ+型領域２６ｎは、信号蓄積用のコンデンサー２８における下部電極（Ｓｉ層
）に接続され、このコンデンサー２８を経て光センサー用ＲＷＳ信号ライン３８に接続さ
れている。さらに、ｎ+型領域２６ｎは、光センサー用フォロアー薄膜トランジスタ２９
におけるゲート電極層に接続されている。光センサー用フォロアー薄膜トランジスタ２９
のソースおよびドレイン領域は、それぞれ、光センサー用ＶＤＤ信号ライン４０、光セン
サー用ＣＯＬ信号ライン４２に接続されている。
【０２１６】
　このように、光センサーフォトダイオード２６、信号蓄積用のコンデンサー２８、およ



(33) JP 5314040 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

び光センサー用フォロアー薄膜トランジスタ２９は、それぞれ、図１５に示す駆動回路の
薄膜ダイオード７０１、コンデンサー７０２、薄膜トランジスタ７０３に対応しており、
光センサーの駆動回路を構成している。この駆動回路による光センシング時の動作を以下
に説明する。
【０２１７】
　（１）まず、ＲＷＳ信号ライン３８により、信号蓄積用のコンデンサー２８にＲＷＳ信
号が書き込まれる。これにより、光センサーフォトダイオード２６におけるｎ+型領域２
６ｎの側にプラス電界が生じ、光センサーフォトダイオード２６に関して逆バイアス状態
となる。（２）基板表面のうち光が照射されている領域に存在する光センサーフォトダイ
オード２６では、光リークが生じてＲＳＴ信号ライン３６の側に電荷が抜ける。（３）こ
れにより、ｎ+型領域２６ｎの側の電位が低下し、その電位変化により光センサー用フォ
ロアー薄膜トランジスタ２９に印加されているゲート電圧が変化する。（４）光センサー
用フォロアー薄膜トランジスタ２９のソース側にはＶＤＤ信号ライン４０よりＶＤＤ信号
が印加されている。上記のようにゲート電圧が変動すると、ドレイン側に接続されたＣＯ
Ｌ信号ライン４２へ流れる電流値が変化するため、その電気信号をＣＯＬ信号ライン４２
から取り出すことができる。（５）ＣＯＬ信号ライン４２からＲＳＴ信号を光センサーフ
ォトダイオード２６に書き込み、信号蓄積用のコンデンサー２８の電位をリセットする。
上記（１）～（５）の動作をスキャンしながら繰り返すことにより、光センシングが可能
になる。
【０２１８】
　本実施形態のタッチパネル液晶表示装置における背面基板の構成は図１７に示す構成に
限定されない。例えば、各画素スイッチング用ＴＦＴに補助容量（Ｃｓ）が設けられてい
てもよい。また、図示する例では、ＲＧＢ画素のそれぞれに隣接して光タッチセンサー部
が設けられているが、上述したように、ＲＧＢ画素からなる３つの画素セット（カラー表
示画素）に対して１つの光タッチセンサー部が配置されていてもよい。
【０２１９】
　ここで、再び図１６を参照する。上述してきた例では、図１６に示す断面図からわかる
ように、薄膜ダイオード８０６を表示領域に配置して、タッチセンサーとして利用してい
るが、薄膜ダイオード８０６を表示領域の外に形成し、バックライト８０１の輝度を、外
光８０４の照度に合わせてコントロールするためのアンビニエントライトセンサーとして
利用することもできる。
【０２２０】
　図１８は、アンビニエントライトセンサー付き液晶表示装置を例示する斜視図である。
液晶表示装置２０００は、表示領域５２、ゲートドライバ５６、ソースドライバ５８およ
び光センサー部５４を有するＬＣＤ基板５０と、ＬＣＤ基板５０の背面側に配置されたバ
ックライト６０とを備えている。ＬＣＤ基板５０のうち表示領域５２の周辺に位置し、ド
ライバ５６、５８や光センサー部５４が設けられている領域を「額縁領域」と呼ぶことも
ある。
【０２２１】
　バックライト６０の輝度は、バックライト制御回路（図示せず）によって制御されてい
る。また、図示しないが、表示領域５２およびドライバ５６、５８には、ＴＦＴが利用さ
れており、光センサー部５４にはＴＦＤが利用されている。光センサー部５４は、外光の
照度に基づく照度信号を生成し、フレキシブル基板を用いた接続を利用してバックライト
制御回路に入力する。バックライト制御回路では、この照度信号に基づいてバックライト
制御信号を生成し、バックライト６０に出力する。
【０２２２】
　なお、本発明を適用すると、アンビニエントライトセンサー付き有機ＥＬ表示装置を構
成することもできる。そのような有機ＥＬ表示装置は、図１８に示す液晶表示装置と同様
に、同一の基板上に表示部と光センサー部とが配置された構成を有することができるが、
基板の背面側にバックライト６０を設ける必要がない。この場合には、光センサー部５４
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を、基板５０に設けられた配線によってソースドライバ５８に接続し、光センサー部５４
からの照度信号をソースドライバ５８に入力する。ソースドライバ５８は、照度信号に基
づいて表示部５２の輝度を変化させる。
【０２２３】
　以上、本発明の具体的な実施形態について説明を行なったが、本発明は上述の実施形態
に限定されるものではなく、本発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。本発
明のＴＦＴを用いて、ガラス基板上にアナログ駆動を行うための回路やデジタル駆動を行
うための回路も同時構成できる。例えば、アナログ駆動を行なう回路の場合、ソース側駆
動回路、画素部およびゲート側駆動回路を有し、ソース側駆動回路は、シフトレジスタ、
バッファ、サンプリング回路（トランスファゲート）、また、ゲート側駆動回路は、シフ
トレジスタ、レベルシフタ、バッファが設けられる。また、必要であればサンプリング回
路とシフトレジスタとの間にレベルシフタ回路を設けてもよい。また、本発明の製造工程
に従えば、メモリやマイクロプロセッサをも形成し得る。
【０２２４】
　本発明によると、それぞれの半導体素子に最適な半導体膜を用いて、良好な特性を有す
るＴＦＴとＴＦＤとを同一基板上に備える半導体装置が得られる。従って、駆動回路に用
いられるＴＦＴと画素電極をスイッチングするためのＴＦＴとして、高い電界効果移動度
及びＯＮ／ＯＦＦ比を有するＴＦＴと、光センサーとして用いられる、暗電流値が低く、
光に対するＳＮ比（明暗での電流値比）の高いＴＦＤとを、同一の製造工程で作製できる
。特に、これらの半導体層の中でも、ＴＦＴの電界効果移動度を大きく左右するチャネル
領域と、ＴＦＤの光感度に大きく影響する真性領域との表面凹凸をそれぞれ最適化するこ
とにより、それぞれの半導体素子に最適な素子特性を実現できる。さらに、このような高
性能な半導体装置をより簡便な方法で製造でき、製品のコンパクト化、高性能化だけでな
く、低コスト化も実現できる。
【産業上の利用可能性】
【０２２５】
　本発明は、ＴＦＴおよびＴＦＤを備えた半導体装置、あるいは、そのような半導体装置
を有するあらゆる分野の電子機器に広く適用できる。例えば、本発明を、アクティブマト
リクス型液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置におけるＣＭＯＳ回路や画素部に適用してもよ
い。このような表示装置は、例えば携帯電話や携帯ゲーム機の表示画面や、デジタルカメ
ラのモニタ一等に利用され得る。従って、本発明は、液晶表示装置や有機ＥＬ表示装置が
組み込まれた電子機器全てに適用され得る。
【０２２６】
　本発明は、特に、アクティブマトリクス型の液晶表示装置および有機ＥＬ表示装置など
の表示装置、イメージセンサー、光センサー、またはそれらを組み合わせた電子機器に好
適に利用できる。特に、ＴＦＤを利用した光センサー機能付きの表示装置、またはそのよ
うな表示装置を備えた電子機器に本発明を適用すると有利である。また、ＴＦＤを利用し
た光センサーと、ＴＦＴを利用した駆動回路とを備えたイメージセンサーに適用すること
もできる。
【符号の説明】
【０２２７】
　１０１　　　　　　　基板
　１０２　　　　　　　遮光層
　１０３、１０４　　　下地膜
　１０５　　　　　　　非晶質ケイ素膜
　１０５ａ、１０５ｂ　結晶質ケイ素膜の領域（結晶化領域）
　１０８、１０９　　　島状半導体層
　１１０　　　　　　　ゲート絶縁膜
　１１１　　　　　　　ゲート電極
　１１２、１１７　　　マスク
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　１１３　　　　　　　ｎ型不純物（リン）
　１１４　　　　　　　ソース・ドレイン領域
　１１５　　　　　　　ｎ+型領域
　１１６　　　　　　　チャネル領域
　１１８　　　　　　　ｐ型不純物（ホウ素）
　１１９　　　　　　　ｐ+型領域
　１２０　　　　　　　真性領域
　１２１、１２２　　　層間絶縁膜
　１２３　　　　　　　薄膜トランジスタの電極・配線
　１２４　　　　　　　薄膜ダイオードの電極・配線
　１２５　　　　　　　薄膜トランジスタ
　１２６　　　　　　　薄膜ダイオード

【図１】

【図２】

【図３】
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